
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 154 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 131 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 116 件

国民年金関係 40 件

厚生年金関係 76 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 8190 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年 10 月から平成３年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から平成３年３月まで 

    私は、国民年金に加入後は、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付

しており、夫の分のみを納付した時期は無いはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻後の昭和 49 年９月に厚生年金保険から国民年金への切替手

続を適切に行い、国民年金に加入後は不況で自営業が経営不振となる時期の

平成 11 年５月までは、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、申立期間当時は好景気で保険料の納付が困難となるよう

な経営事情や収入状況には無く、夫婦二人分の保険料を、金融機関窓口から

定期的に納付していたと説明しており、夫の申立期間の保険料はすべて現年

度納付されていること、申立人及びその夫の昭和 59 年４月から平成 17 年２

月までの保険料の納付日は、申立期間を除きすべて夫婦同一となっているこ

と、申立人夫婦が会社を設立した 61 年１月から委託契約をしていた会計事務

所の税理士は、当時良好な経営状態であった旨を証言していることなど、申

立内容に不自然さはみられない。 

さらに、申立期間に近接する申立人の昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの

期間及び夫の 58 年７月から 59 年３月までの期間について、59 年７月に納付

済みに記録訂正が行われているなど、申立人及びその夫の年金記録管理に関

して必ずしも適切に管理されていたとは言えない状況が見受けられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8191            

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成４年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年２月及び同年３月 

             ② 昭和 62年４月から平成３年３月まで 

             ③ 平成４年３月 

私は、学生であったときに、収入がなかったため、父が国民年金の加入

手続をしてくれて、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申

立期間①及び③の期間の保険料が未納とされ、申立期間②が国民年金に未

加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、申立期間③については、１か月と短期間であり、申立人

の国民年金手帳の記号番号は、平成３年５月ごろに払い出され、申立人は同

年４月から当該期間直前までの国民年金保険料を納付しており、当該期間後

の厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行い、その後の保険料は

おおむね納付済みであるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人の父親が当該期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、上記の手帳記号番号払出時点で、申立人が学生になる前の申立

期間①が未納期間として、学生であった任意適用期間の申立期間②が未加入

期間として記録追加されており、申立期間①は当該払出時点で時効により保

険料を納付することができない期間であり、申立期間②は未加入であるため

保険料を納付することができない期間である。 

また、これらの期間当時に、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情も見当たらないことなど、これらの期間の保険料を父



                      

  

親が納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成４年３月の保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8199 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年１月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から 46年３月まで      

    私は、昭和 45 年３月に個人タクシーの免許を取得する際、申請書に添付

する住民票等の交付申請に区役所出張所を訪れた時、職員に国民年金の加

入を勧められるとともに、過去の未納期間の国民年金保険料をさかのぼっ

て納付するよう言われたので、銀行で一括して納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。                  

 

第３ 委員会の判断の理由 

      申立人は、申立期間直後から 60 歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付

している。また、申立人は、昭和 45 年ごろ、個人タクシー事業の免許申請に

添付する必要書類の交付を受けるため、数回にわたって区役所及び区出張所

を訪れ、その際に国民年金の加入手続及び過去の未納期間に係る保険料の納

付を勧められたと説明しているところ、申立人が個人タクシー事業の免許を

45 年３月 30 日に受けていること、及び申立人の国民年金手帳の記号番号が

46 年４月に払い出されていることが確認でき、当該払出時点で申立期間は保

険料を過年度納付することが可能な期間である上、申立人が銀行で納付した

とする金額は、申立期間の保険料額におおむね一致しているなど、申立内容

に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年６月、61 年１月から同年３月まで

の期間、平成３年７月及び５年６月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年６月 

② 昭和 46年 10月から 50年 12月まで 

③ 昭和 61年１月から同年３月まで 

④ 平成３年７月 

⑤ 平成５年６月 

    私たち夫婦は、昭和 46 年６月に転居した際、飲食店を自営することに

なったので、国民年金に加入する必要があると思い、区役所の出張所で夫

婦二人の加入手続を行い、当初は納付書で、その後は口座振替で夫婦一緒

に国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が連番で払

い出された月である上、申立人夫婦が所持する郵便局の預り証により、夫婦

の当該期間直後の国民年金保険料が昭和 46 年８月 13 日に納付されているこ

とが確認でき、手帳記号番号の払出し時点及び当該納付日時点で、当該期間

は保険料を現年度納付することが可能な期間である。 

また、申立期間③は３か月、申立期間④及び⑤については、それぞれ１か

月と短期間であり、オンライン記録で前後の保険料はそれぞれ現年度納付さ

れていることが確認できる上、保険料を一緒に納付していたとする申立人の

夫は、申立期間③及び④の保険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然

さはみられない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人夫婦が当該期間の保険料を



                      

  

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

夫婦の保険料を主に納付していたとする申立人の夫は、当該期間の当初は保

険料を納付書で納付し、その後は口座振替で納付したと説明するものの、納

付方法を口座振替に変更した時期、振替口座及び保険料の納付額の記憶が

曖昧
あいまい

であり、一緒に保険料を納付していたとする夫も、当該期間のうち昭和

46 年 10 月から 49 年 12 月までの保険料が未納であるなど、申立人夫婦が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年６月、61 年１月から同年３月までの期間、平成３年７月及び５年

６月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年６月及び平成５年６月の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年６月 

② 昭和 46年 10月から 49年 12月まで 

③ 平成５年６月 

    私たち夫婦は、昭和 46 年６月に転居した際、飲食店を自営することに

なったので、国民年金に加入する必要があると思い、区役所の出張所で夫

婦二人の加入手続を行い、当初は納付書で、その後は口座振替で夫婦一緒

に国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が連番で払

い出された月である上、申立人夫婦が所持する郵便局の預り証により、夫婦

の当該期間直後の国民年金保険料が昭和 46 年８月 13 日に納付されているこ

とが確認でき、手帳記号番号の払出し時点及び当該納付日時点で、当該期間

は保険料を現年度納付することが可能な期間である。また、申立期間③につ

いては、当該期間は１か月と短期間であり、オンライン記録で前後の保険料

は現年度納付されていることが確認できるなど、申立内容に不自然さはみら

れない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人夫婦が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

夫婦の保険料を主に納付していたとする申立人は、当該期間の当初は保険料

を納付書で納付し、その後は口座振替で納付したと説明するものの、納付方

法を口座振替に変更した時期、振替口座及び保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

で



                      

  

あり、一緒に保険料を納付していたとする申立人の妻も、当該期間の保険料

が未納であるなど、申立人夫婦が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年６月及び平成５年６月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 36年４月から 37年３月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続をし、私が結婚するまでの国民年金

保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は12か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和36年５月に申立人の両親と

連番で払い出されており、保険料を納付していたとする申立人の父親及び母

親は申立期間の自身の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 63年７月から同年９月まで 

私の国民年金の加入手続は母親が行い、私の国民年金保険料は、結婚前

は母親が、結婚後は妻が納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間の１回のみであり、申立人は、申立期間及び免

除期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間後の昭和63年

10月から平成10年３月までの期間の保険料を現年度納付している。 

また、昭和63年10月の結婚後に申立人の保険料を納付していたとする申立

人の妻は、61年10月以降、現在までの期間の保険料をすべて納付しており、

申立期間のうち63年９月分の自身の保険料を同年12月に現年度納付している

など、申立内容に不自然さはみられない。            

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8206                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から同年６月までの期間及び

62 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月から 51年６月まで 

             ② 昭和 56年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 62年１月から同年３月まで 

私の妻は、婚姻の際に私の国民年金保険料が納付されていないことに気

づき、20 歳までさかのぼって保険料を納付することができると聞いたので、

私の保険料をさかのぼって納付した。その後は、妻が夫婦二人分の保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立期間はそれぞれ３か月と短期間であり、

申立人の国民年金保険料を納付していたとする妻は、当該期間の保険料を３

か月ごとに納付書により納付していたと説明しており、その内容は当時申立

人が居住していた区における納付方法、納付頻度と合致しているほか、申立

人は、昭和 51 年７月以降、申立期間を除き厚生年金保険に加入する平成２年

２月までの保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さはみられ

ない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の妻が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

の妻は、当該期間の保険料額について、「加入後に納付する額よりも少額で

あった」と説明しているが、昭和 53 年度の保険料額は第３回特例納付の保険

料額より少額であり、過年度納付により納付されたものと推察される昭和 51

年７月から 53 年３月までの保険料額は昭和 53 年度の保険料額よりも少額で



                      

  

あることから、申立人の妻が納付したと説明する保険料は過年度分の保険料

と考えるのが自然である。申立人の国民年金手帳の記号番号は夫婦連番で昭

和 53 年７月以降に払い出されており、当該時点は第３回特例納付の実施期間

中であったが、申立人の妻が納付したと説明する保険料額は第３回特例納付

で納付した場合の保険料額とは相違しており、納付場所に関する妻の記憶も

曖昧
あいまい

であるなど、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年４月から同年６月までの期間及び 62 年１月から同年３月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8207     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年６月から 51年３月まで 

    私は、20 歳を過ぎたころに叔母から国民年金の加入を勧められ、自身で

加入手続を行った。加入当初は国民年金保険料を納付しなかったが、１年

ぐらいたって叔母から未納を怒られ、叔母と一緒に区役所に行き、叔母か

らお金を借りて申立期間の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 50 年４月から 51 年３月までの期間については、申

立人は、加入後１年ほどたって、１年分の国民年金保険料をさかのぼって納

付した記憶があると説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が 50 年

５月に払い出されていることから、当該期間の保険料は過年度納付すること

が可能であるほか、申立人が当時居住していた区では、当該期間当時には過

年度納付書を発行していたと説明しており、申立人が区役所窓口で職員に書

くよう依頼された書類の特徴は当時の過年度納付書の特徴とおおむね一致し

ている。また、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の保険料をすべ

て納付しており、申立人に国民年金の加入を勧め、申立期間の保険料を納付

するために区役所に同行したとする叔母及びその夫は、当該期間の自身の保

険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 49 年６月から 50 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、20 歳を過ぎたころに国民年金

に加入して１年ほどたって、１年分の保険料をさかのぼって納付した記憶が



                      

  

あると説明しているが、申立人の記号番号が払い出されたのは 50 年５月であ

り、申立人の国民年金の加入時期は、申立人が説明する時期と実際の手帳記

号番号の払出時期とで約１年間相違しており、記録訂正を認める前述の期間

に関する記憶が具体的かつ明確であることに比べ、当該期間当時における国

民年金加入手続の時期及び保険料の納付状況に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

で

あるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 15 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年 10月から同年 12月まで 

    私は、平成 16 年１月から入院することになったので、市役所で国民年金

保険料の免除申請を行った際、それまでの３か月分の未納保険料の納付を

勧められたので、市役所窓口か市役所内の金融機関でまとめて保険料を納

付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、平成 16 年１月からの入院に

備えて申立期間直後の国民年金保険料の免除申請をするために市役所に行き、

免除申請を行うとともに、免除申請期間直前３か月分の保険料を市役所庁舎

内でまとめて納付したと具体的に説明しており、申立人が保険料を納付した

と説明している金融機関は、当時庁舎内に開設されていたことが確認できる。 

また、申立人は、国民年金加入期間については、申立期間を除き保険料の

納付又は免除申請を行っているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を、納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8211 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 43 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 36年４月から 40年３月まで 

                          ② 昭和 42年４月から 43年３月まで 

申立期間①については、私の夫の両親が、夫の国民年金の加入手続をし

て国民年金保険料を納付してくれていた可能性があり、また、申立期間②

については、私が夫の分も一緒に保険料を納付してきたのに、私だけ納付

済みとなっている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は 12 か月と短期間であり、当該期間の前

後の期間の国民年金保険料は納付済みである。 

また、申立人の保険料を納付したとする申立人の妻が、自宅に来た集金人

に印紙検認により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住してい

た区における納付方法と合致する。 

さらに、妻の当該期間の保険料は、当初未納であったが、妻の国民年金手

帳の検認印から、平成 20 年９月に納付済みに記録訂正されているなど、申立

内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の両親が当該期間の国民年

金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができず、母親からは聴取することが困難であ



                      

  

るため、当時の状況が不明である。 

また、妻は、申立人は 20 歳前に仕事で実家から離れたと説明しており、改

製原附票では、昭和 35 年 10 月 10 日以降、実家とは別の場所に住所を定めて

いることが確認できることから、実家では保険料の納付ができなかったもの

と考えられ、申立人に対して別の国民年金手帳の記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないなど、両親が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8212 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 36年４月から 40年３月まで 

私の母親は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付し

てくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号が、申立人の母親及び兄と連番で払い出され

ており、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してく

れていたとする母親及び兄は当該期間の保険料が納付済みとなっている上、

兄は、母親が兄、申立人及び自身の加入手続を一緒に行い、三人分の保険料

を納付してくれていたようだと証言しているなど、申立内容に不自然さはみ

られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 38 年４月から 40 年３月までの期間

については、申立人の母親及び申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付していた

とする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状

況が不明である。 

また、申立人は、実家があった市から、昭和 36 年７月に婚姻して転居した

区の住所宛に送付された 38 年３月付けの住所変更依頼に関する事務連絡文書

を所持しているが、この事務連絡に従って住所変更手続を行った記憶が無い

上、39 年 11 月以降に当該区で申立人の夫と連番で別の手帳記号番号が払い

出されていることを踏まえると、申立人は、当時居住していた区で住所変更

の手続をしていなかったと考えられる。以上の状況から、事務連絡が出され



                      

  

た後の 38 年４月以降の保険料については、実家の母親が申立人の当該期間の

保険料を納付することはできなかったと考えられる上、申立人は、婚姻後に

居住していた区で手帳記号番号が払い出された際、さかのぼって保険料を納

付した記憶は無いと説明していることなど、申立人及びその母親が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8213 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から 57 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から 57年 10月まで 

    私は、会社を退職後に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付してきた。納付を止めたことはなく、申立期間前は納付済みとなってい

るのに、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 16 か月と比較的短期間であり、申立人は、これまで４回の厚生

年金保険から国民年金への切替手続を適切に行い、申立期間を除き国民年金

加入期間の国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間の前の昭和 55

年５月の退職に伴う切替手続も適切に行い、申立期間前の保険料は納付済み

である。 

また、申立人は、昭和 55 年の春ごろに転居したと説明しており、申立期間

直前の昭和 56 年４月から同年６月までの保険料が納付されていることから、

昭和 56 年度の納付書は転居先で発行されており、その後、57 年度の納付書

も発行されていたものと考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8217  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 

    私の母は、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納

付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立期間後の国民年金保険料はすべて

納付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 48 年 11 月に払い出され

ており、当該払出時点で、申立期間の保険料を過年度納付することが可能で

あったこと、申立人の保険料を納付していたとする母親は、42 年９月に国民

年金に任意加入し、加入後は 60 歳到達時まで申立期間を含めて保険料をすべ

て納付していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年 12 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月 

私は、申立期間の国民年金保険料が還付されたとする時期には海外に在

住しており、保険料の還付を受けていない。申立期間が国民年金に未加入

で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料については、社会保険事務所（当時）の還付・充

当・死亡等一時金リストから、昭和56年３月31日に還付決議が行われているこ

とが確認できるが、入国管理局の出入国記録から、申立人は、54年12月17日に

出国し、56年12月28日に帰国しており、還付決議当時国内に居住していなかっ

たことが確認できる。 

また、還付整理簿には申立人に保険料を還付した旨の記載は無いなど、申立

期間の保険料が申立人に還付されたことをうかがわせる事情は見当たらず、長

期間国庫歳入金として扱われていたことは明かであり、制度上、被保険者とな

り得ないことを理由として保険料の納付を認めないのは信義則に反するなどの

事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8231 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年３月まで 

    私は、20 歳で国民年金に加入した後、国民年金保険料をすべて納付して

きた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、20 歳時の昭和 52 年＊月以

降、時効期間経過後納付により国民年金保険料が還付された 57 年 10 月から

同年 12 月までの３か月間及び申立期間を除き国民年金加入期間の保険料をす

べて納付している。 

   また、オンライン記録により、申立人が還付に係る保険料を納付した日は

申立期間中の昭和 60 年２月 22 日であることが確認でき、同日時点で申立期

間の保険料を現年度納付することが可能であったことなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8232 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年３月まで 

私の父は、私が結婚前に実家の商店で働いていたときに私の国民年金保

険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、20 歳時から申立期間を除

く国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間の前

後の期間の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られず、

申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8233 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を兄の分と一緒に納めたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、20 歳時の昭和 45 年＊月か

ら平成 11年 12月までは申立期間を除き国民年金保険料は納付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間中の昭和 48 年８月から

12 月の間に兄と連番で払い出されており、申立人は、46 年 10 月から 48 年３

月までの保険料を過年度納付するとともに、45 年９月から 46 年９月までの

保険料を第２回特例納付により納付しており、当該払出時点で現年度納付が

可能であった申立期間の保険料を未納のままにしておいたとは考えにくいこ

と、申立人が保険料を一緒に納付していたとする兄は、特殊台帳により、49

年１月に申立人と同一期間の保険料の過年度納付及びその前の 20 歳時までの

保険料の第２回特例納付を行っているほか、申立期間の自身の保険料は納付

済みであることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年２月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年２月から 42年３月まで 

私の父は、私が 20 歳の時に私の国民年金の加入手続を行い、昭和 42 年

３月まで、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料

が還付とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳及び申立人が当時居住していた市が発行し

た国民年金手帳保管証には、申立期間の欄に検認印及び領収印が押されてお

り、申立期間の保険料相当額を納付したものと認められ、平成 21 年 11 月に

還付決議がなされるまでこれが還付された事実は認められないことから、申

立人が申立期間の保険料相当額を納付し、長期間国庫歳入金として扱われて

いたことは明らかである。 

また、申立期間のうち、昭和 39 年２月から同年４月までの期間については、

申立人は、当該期間直後の同年５月に共済組合に加入しており、当該期間中

に厚生年金保険等に加入していた事情は認められない上、同年５月から 42 年

３月までの期間については、退職一時金が支給され、年金額の計算の基礎に

反映されないことを踏まえると、国民年金手帳記号番号払出簿に 42 年 11 月

に厚生年金保険に加入したため当該手帳記号番号を取り消す旨の記載がされ

ていること等を理由として、保険料の納付を認めないのは、信義則に反する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8239 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年２月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年２月      

    私の夫は、夫の再就職が決まった平成 11 年２月ごろ、区役所で私の国民

年金第３号被保険者資格取得届けを行った上で夫婦二人分の申立期間の国

民年金保険料を納付した。夫の申立期間の保険料は納付済みとなっている

のに、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。                  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金に加入した昭和 52 年５月から 60 歳ま

での国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の保険料を納付していたとする申立人の夫は、厚生年金保険

の被保険者資格を平成 10 年９月に喪失したことに伴い、第 1 号被保険者への

種別変更届けを行い、平成 10 年度の納付書を受け取ったと説明しており、オ

ンライン記録により、夫は、平成 10 年９月から申立期間直前の 11 年１月ま

での保険料を現年度納付していることが確認できる上、夫が納付していたと

する申立人の当該期間に係る保険料も同一月に納付されていることを踏まえ

ると、申立人の夫は保険料を夫婦一緒に納付していたものと推認できる。 

さらに、夫は平成 11 年３月に厚生年金保険に加入した後、同年４月に申立

期間に係る自身の保険料を現年度納付していることが確認できることから、

夫婦の保険料を納付していた夫は、申立期間について夫婦共に国民年金第１

号被保険者期間であり、保険料を納付する必要があると認識していたと考え

られることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8240 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年２月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月から同年７月まで 

私は、国民年金に加入後、納付期限に一度も遅れることなく保険料を納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、厚生年金保険から国民年金への４度の切替手続をすべて適切に

行っている上、申立人が納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料

額とおおむね一致している。 

また、オンライン記録によると、平成５年６月に過年度納付書が作成され

ており、当該過年度納付書は申立期間のうち３年５月から同年７月までの保

険料に係るものと推察されるものの、申立人は当該過年度納付書を受け取っ

た記憶は無く、受け取っていれば必ず納付したと説明するところ、申立人は、

14年２月及び同年３月の保険料を重複納付して還付を受けており、これは当

該期間の保険料を現年度納付及び過年度納付したため重複納付となったもの

と推察されることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8248             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 61年４月から平成３年２月まで              

申立期間①の国民年金保険料は、現在所持している年金手帳の余白に当

該期間を含め納付済みと記載されており、申立期間②は、昭和 57 年４月か

ら平成３年２月まで保険料の免除申請期間が継続しているはずである。申

立期間①が未納とされ、申立期間②が保険料の免除ではなく未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が所持している年金手帳の余白には当該期

間を含め保険料が納付済みであることがうかがえる記載が確認できるほか、

当該期間は３か月と短期間であり、当該期間前後の期間の国民年金保険料は

納付済みであるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を免除

されていたことを示す関連資料が無く、申立人は、当該期間は電話のみで保

険料免除の更新手続をしたと説明しているが、当該区役所では免除申請は年

度ごとに申請書類の提出が必要であったと説明していること、申請免除を夫

婦一緒にしていたとする申立人の夫も当該期間の過半は未納であることなど、

申立人の当該期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和55年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8249  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 38年９月から 39年３月まで 

               ② 昭和 39年４月から 40年３月まで         

私は、昭和 38 年９月の結婚前は１年分の前納で国民年金保険料を納付して

いた。結婚後しばらくは、国民年金保険料を納付していなかったが、町役場で

勧められ、１年分の保険料をさかのぼって納付した。平成２年に社会保険事務

所（当時）で記録を訂正すると説明を受けた。申立期間①が国民年金に未加

入とされ、申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間②については、当該期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申

立期間を除き国民年金加入期間の保険料をすべて納付しており、婚姻後しば

らくして町役場に相談に行き、継続して国民年金保険料を納付するよう勧め

られ、１年間の保険料を納付したとする申立人の記憶は具体的である。 

また、申立人は、平成２年８月ごろに、社会保険事務所において、当時所

持していた国民年金手帳及び保険料領収書を提示したところ、年金記録を訂

正すると説明を受けたと具体的に述べており、オンライン記録では２年９月

10 日に申立人の任意加入被保険者資格の取得日が昭和 40 年４月１日から 39

年４月１日に訂正されていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは

みられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人は、婚姻直後に国民年金の

強制加入被保険者から任意加入被保険者への変更手続を行っておらず、当該

期間の保険料は還付され、未加入期間とされているなど、申立人が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



東京厚生年金 事案 11355～11384（別添一覧表参照） 
 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の

規定により年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間に

係る標準賞与額を平成 15 年 12 月 10 日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参

照）、16 年７月９日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）、同年 12 月 15

日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）、17 年７月８日は＜標準賞与額＞

（別添一覧表参照）とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号  ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 
厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額の記

録が無い。同社は、既に社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出し

たものの、時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は

給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表により、申立人は、平成 15 年 12 月 10

日、16 年７月９日、同年 12 月 15 日及び 17 年７月８日に同社から賞与の

支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与一覧表における

厚生年金保険料控除額から、平成 15 年 12 月 10 日は＜標準賞与額＞（別添

一覧表参照）、16 年７月９日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）、同年 12

月 15 日は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）、17 年７月８日は＜標準賞与

額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 



   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年12月10日 61万円

平成16年７月９日 54万3,000円

平成16年12月15日 54万3,000円

平成17年７月８日 55万5,000円

平成15年12月10日 55万9,000円

平成16年７月９日 50万8,000円

平成16年12月15日 50万8,000円

平成17年７月８日 45万5,000円

平成15年12月10日 70万8,000円

平成16年７月９日 68万5,000円

平成15年12月10日 56万8,000円

平成16年７月９日 52万1,000円

平成16年12月15日 52万1,000円

平成17年７月８日 53万7,000円

11359 男 昭和44年生 平成15年12月10日 25万1,000円

平成15年12月10日 30万5,000円

平成16年７月９日 31万5,000円

平成16年12月15日 31万5,000円

平成17年７月８日 29万9,000円

平成15年12月10日 31万6,000円

平成16年７月９日 36万5,000円

平成15年12月10日 36万3,000円

平成16年７月９日 32万7,000円

平成16年12月15日 32万7,000円

平成17年７月８日 36万6,000円

11362 男 昭和45年生

11360 女 昭和46年生

11361 男 昭和47年生

11357 男 昭和31年生

11358 男 昭和34年生

11355 男 昭和28年生

11356 男 昭和37年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年12月10日 28万円

平成16年７月９日 26万9,000円

平成16年12月15日 26万9,000円

平成17年７月８日 26万1,000円

平成15年12月10日 28万5,000円

平成16年７月９日 25万6,000円

平成16年12月15日 25万6,000円

平成17年７月８日 24万6,000円

平成15年12月10日 24万2,000円

平成16年７月９日 31万8,000円

平成15年12月10日 28万3,000円

平成16年７月９日 24万1,000円

平成16年12月15日 24万1,000円

11367 男 昭和51年生 平成15年12月10日 25万8,000円

平成15年12月10日 25万8,000円

平成16年７月９日 24万9,000円

平成16年12月15日 24万9,000円

11369 男 昭和52年生 平成15年12月10日 25万8,000円

平成15年12月10日 31万円

平成16年７月９日 28万5,000円

平成16年12月15日 28万5,000円

平成17年７月８日 29万6,000円

平成15年12月10日 25万円

平成16年７月９日 27万1,000円

平成16年12月15日 24万1,000円

平成17年７月８日 24万9,000円

11370 男 昭和52年生

11371 男 昭和51年生

11366 女 昭和52年生

11368 男 昭和52年生

11364 女 昭和50年生

11365 男 昭和50年生

11363 女 昭和50年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年12月10日 26万6,000円

平成16年７月９日 24万1,000円

平成16年12月15日 18万9,000円

平成17年７月８日 21万円

平成15年12月10日 20万9,000円

平成16年７月９日 24万9,000円

平成16年12月15日 16万6,000円

平成17年７月８日 20万5,000円

平成15年12月10日 21万7,000円

平成16年７月９日 22万5,000円

平成16年12月15日 22万5,000円

平成17年７月８日 23万3,000円

平成15年12月10日 21万7,000円

平成16年７月９日 19万2,000円

平成16年12月15日 16万円

平成17年７月８日 19万3,000円

平成15年12月10日 24万1,000円

平成16年７月９日 33万5,000円

平成16年12月15日 28万5,000円

平成17年７月８日 29万6,000円

平成16年７月９日 ５万円

平成16年12月15日 20万2,000円

平成17年７月８日 22万5,000円

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 25万9,000円

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 24万4,000円

11378 男 昭和52年生

11379 男 昭和51年生

11376 男 昭和52年生

11377 男 昭和57年生

11374 女 昭和55年生

11375 男 昭和55年生

11372 女 昭和52年生

11373 女 昭和54年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 24万8,000円

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 23万3,000円

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 23万3,000円

11383 男 昭和54年生 平成16年12月15日 ５万円

平成16年12月15日 ５万円

平成17年７月８日 27万2,000円

11382 男 昭和54年生

11384 男 昭和42年生

11380 男 昭和53年生

11381 男 昭和52年生



東京厚生年金 11385～11415（別添一覧表参照） 
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における申立期間の標準賞与額に係る

記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  
基礎年金番号  ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：平成 17年 12月９日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、誤って届出を行っていなかった。申立期間の賞与について、年金給

付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された「12月賞与支給明細表」により、申立人は、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、「12 月賞与支給明細表」の厚生年金

保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出して

いなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを

認めていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所

11385 男 昭和40年生 96万 円

11386 男 昭和43年生 44万 9,000円

11387 男 昭和32年生 96万 円

11388 女 昭和29年生 45万 2,000円

11389 女 昭和37年生 77万 円

11390 女 昭和46年生 40万 5,000円

11391 男 昭和50年生 42万 円

11392 男 昭和32年生 82万 円

11393 女 昭和47年生 34万 6,000円

11394 女 昭和38年生 44万 3,000円

11395 男 昭和43年生 70万 3,000円

11396 女 昭和38年生 42万 2,000円

11397 男 昭和32年生 55万 円

11398 男 昭和26年生 54万 5,000円

11399 女 昭和43年生 60万 9,000円

11400 男 昭和42年生 50万 1,000円

11401 男 昭和54年生 41万 3,000円

11402 男 昭和54年生 42万 4,000円

11403 男 昭和45年生 70万 円

11404 男 昭和54年生 56万 5,000円

11405 男 昭和23年生 10万 円

11406 男 昭和51年生 31万 9,000円

11407 女 昭和44年生 41万 3,000円

11408 男 昭和40年生 50万 円

11409 男 昭和50年生 45万 6,000円

11410 女 昭和41年生 42万 2,000円

11411 男 昭和43年生 32万 8,000円

11412 女 昭和49年生 25万 2,000円

標準賞与額



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

11413 女 昭和50年生 27万 2,000円

11414 男 昭和46年生 22万 8,000円

11415 女 昭和46年生 22万 8,000円



                      

  

東京厚生年金 事案11422 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 25 年２月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年２月１日から同年11月22日まで 

終戦後に勤務していたＢ省Ｃ局が廃止されることに伴い、転属を命じられ、自分と

同僚の二人がＡ社のＤ支局に所属するＥ局に配属されたが、入社当時の申立期間につ

いて厚生年金保険の加入記録が無い。同僚には入社時から厚生年金保険の記録があり、

申立期間には間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提供された「職員在籍履歴」により、申立人が昭和 25 年２月１日から 27

年５月10日まで同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人が後に勤務したＦ庁が作成した勤務記録によると、申立人は昭和 24 年

４月 10 日にＢ省Ｃ局に採用され、同年４月 30 日付けで「事務官（３級）」としてＢ

事務官に任命された記録が確認でき、さらに、25 年１月 31 日に機構改革による閉局に

伴い「依願免本官」とされ、同年２月１日に所属部課を「Ｅ局」として転属配置され

ているが、厚生年金保険被保険者台帳の記録から、同年 11 月 22 日にＡ社において被

保険者資格を取得していることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の総務担当者は、「当時の賃金台帳は保存されておらず、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除は不明であるが、当社では入社と同時に厚

生年金保険に加入させるのが通常である。」旨供述している。 

また、申立人が自分より先にＢ省からＡ社へ転籍したとするＣ局長については、厚

生年金保険被保険者台帳の記録から、同社が昭和 24 年 10 月５日に創設された直後の



                      

  

同年11月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

以上のことから、Ｂ省Ｃ局に勤務し、引き続いてＡ社へ転籍した上記局長の同社に

おける被保険者資格は、入社と同時に取得していたことがうかがわれることから、申

立人は、昭和 25 年２月１日に同社において被保険者資格を取得し、厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 25 年 11 月

の厚生年金保険被保険者台帳の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不

明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合に

は、その後、申立期間に行われるべき被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会が

あったことになるが、いずれの機会にも社会保険事務所（当時）が当該届出を記録し

ないとは考え難いことから、事業主が昭和 25 年 11 月 22 日を申立人の資格取得日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11423 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①について、Ａ社における資格取得日は昭和 38年 10月２日、資格

喪失日は同年 12月 14日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の取

得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万 2,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年９月１日から同年12月14日まで 

② 昭和43年１月６日から同年５月10日まで 

Ｂ社に勤務していた申立期間①及びＣ社に勤務していた申立期間②の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間に両社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録及び適

用事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所にはなっておらず、同社

の所在地を管轄する法務局において同社に係る商業登記の記録は確認できない。 

そこで、Ｄ社に照会したところ、申立人が記憶している所在地とほぼ一致してい

る「Ａ社」という名称の事業所が確認でき、同社に係る事業所別被保険者名簿には、

申立人と厚生年金保険記号番号の１の位が相違する同姓同名の被保険者記録が確認

できるとともに、当該被保険者資格取得日は昭和 38 年 10 月２日、資格喪失日は同

年12月14日と記載され、申立期間①に含まれる未統合の記録が確認できる。 

また、Ａ社から提出のあった入退社名簿には、申立人と生年月日が一致する同姓

同名の記録があり、厚生年金保険の記号番号、資格取得日及び喪失日も当該被保険

者名簿の記録と一致している。 

さらに、申立人は、Ｅ所で一緒だった同僚と共に同所からＡ社を紹介されたと供

述しているところ、同社の事業所別被保険者名簿には、申立人と同日に資格取得し

た同僚の氏名が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 38 年 10 月２日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、同年 12 月 14 日に喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に対して行ったと認められる。 



                      

  

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿に

記載されている申立人と同姓同名の未統合の記録から、１万 2,000 円とすることが

妥当である。 

一方、申立期間①のうち昭和 38 年９月１日から同年 10 月２日までの期間につい

ては、申立てに係る事業所及びＡ社に勤務していたことを確認できる資料等は無く、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社から提出された辞令簿から、申立人が昭和 43 年１月６

日から同年５月10日まで同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、当該辞令簿によると、申立人は臨時雇用であったことが記録されており、

Ｃ社の担当者は、「申立期間②当時は、入社の手続は慎重に行われていたため、在

職期間が短い場合、社会保険に未加入の者は少なくない。申立人は辞令簿から正式

採用に至っていないことがうかがえるため、社会保険の手続は行われておらず、本

人から保険料を徴収したことは考えられない。」としている。 

また、申立人と同様に臨時雇用であった従業員６名の厚生年金保険被保険者の資

格取得について、２名は厚生年金保険の加入記録が無く、３名は入社日から３か月

後に資格を取得しており、１名はＣ社での見習期間があり、臨時雇用となってすぐ

に厚生年金保険に加入している記録が確認できる。 

これらのことから、臨時雇用の期間があった者は必ずしも全員が厚生年金保険に

加入してはいなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除については、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日は昭和 38年３月 22日、資

格喪失日は 41年７月 30日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の

取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38 年３月から同年９月までの期間

は１万 4,000円、同年 10月から 39年９月までの期間は１万 6,000円、同年 10月から

40年９月までの期間は１万 8,000円、同年 10月から 41年６月までの期間は２万 2,000

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年３月22日から41年７月30日まで 

                          ② 平成５年10月１日から７年12月31日まで 

   申立期間①については、Ａ社Ｃ支店で生産管理事務業務を担当しており、採用・退

職時の人事発令通知及び当時の同社発行の身分証明書を添付するので、調査の上、年

金記録を訂正してほしい。 

申立期間②については、Ｄ社（現在は、Ｅ社）Ｆ支店に平成４年 11 月に入社し、

正社員として営業、事務を行い、７年 12 月に退職した。退職前３か月間の給与の銀

行振込記録を添付するので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の加入記録及びＡ社発行の人事発令通知から、申立人が申立期間①に同社

に勤務していたことが認められる。 

  一方、Ａ社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿には、申立人と生年月日が異なる同

姓同名の被保険者記録が確認でき、被保険者資格の取得日及び喪失日が申立期間①と

一致する未統合の記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和38年３月22日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、41 年７月 30 日に喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったと認められる。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿



                      

  

の未統合の記録から、昭和 38 年３月から同年９月までの期間は１万 4,000 円、同年

10月から 39年９月までの期間は１万 6,000円、同年 10月から 40年９月までの期間

は１万 8,000円、同年 10月から 41年６月までの期間は２万 2,000円とすることが妥

当である。 

  ２ 申立期間②について、Ｅ社は、「申立人は研修嘱託として平成４年 11 月１日に入

社し、５年９月 30 日に退職、同年 10 月１日付けで申立人が店主となり当社の専属

代理店となったことから、社会保険事務所の記録に誤りは無い。」と回答しており、

申立期間②の勤務実態は確認できない。 

また、Ｅ社は、申立人が給与としている銀行振込されている金額について、「業

績に応じて支払われる代理店手数料を給与と勘違いして申立てをしていると思われ

る。」と回答している。 

さらに、Ｇ健康保険組合の適用台帳によると、申立人は平成５年 10 月５日に健康

保険被保険者証を返納している旨の記載があることが確認できる。 

なお、オンライン記録から、申立人は申立期間②を含む平成５年 10 月から 16 年

４月まで、国民年金の第３号被保険者であったことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11425 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 20 年９月 30 日）及び資格取得日（昭和 21 年７月１

日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を90円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年９月30日から21年７月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社が作成した退職手

当計算書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険被保険者台帳によると、Ａ社において、昭和 19 年６月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、20年９月 30日に資格を喪失後、21年７月１

日に同社において再度資格を取得しており、20 年９月から 21 年６月までの申立期間の

被保険者記録が無い。 

しかし、Ｂ社は、申立人が昭和 12年３月 20日から 54年９月 30日（再雇用期間満了

による退職日）まで同社に継続して勤務していたことを認めており、同社の従業員も

「申立人は、異動することなく設計の仕事をしていた。」と回答している。 

また、Ａ社が作成した申立人の退職手当計算書から、退職金支払対象となる勤務期間

について、昭和 12年３月 20日の入社から 49年９月 30日の退社までの申立期間を含め

た在職期間すべてに係る給与支払期間を算入していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、「会社として厚生年金保険に加入していることから、給与から厚生

年金保険料は控除していたと思う。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 20 年８月の厚生年金保険

被保険者台帳の記録から、90円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から申

立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保

険事務所（当時）がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所

の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 20年９月から 21年６月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11427 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の標準報酬月

額に係る記録を、平成 18年９月は 17万円に、同年 10月は 18万円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和35年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成18年９月１日から同年11月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除さ

れた厚生年金保険料に見合うものとなっていない。申立期間の給与支払明細書を提出

するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間の給与支払明細書により、申立人は申立期間について

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、平成 18 年９月は、申立人が提出

した給与支払明細書において確認できる報酬額から 17万円、同年 10月は、同明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から18万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについては、当時の

事業主から回答を得ることはできなかったが、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額



                      

  

算定基礎届の標準報酬月額はオンライン記録と一致していることから、事業主はオンラ

イン記録どおりの届出を社会保険事務所（当時）に行い、その結果、社会保険事務所は、

申立人の主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11428 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の平成 19 年 12 月 22

日の標準賞与額に係る記録を48万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の納付義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月22日 

Ａ事務所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無いことが分かった。同事務所は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったもの

の、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ事務所から提出された平成 19 年下期賞与支給明細により、申立人は、申立期間に

同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることか

ら、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間に係る標準賞与額については、平成 19 年下期賞与支給明細に

おいて確認できる保険料控除額から、48万円とすることが妥当である。  

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22年２月 18日に申立



                      

  

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料の納付義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

東京厚生年金 事案11433                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格

喪失日（昭和 26年 11月 30日）及び資格取得日（昭和 29年５月１日）を取り消し、申

立期間の標準報酬月額を8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年11月30日から29年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も継続して勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の当時の事業主や同僚の供述から判断すると、申立人が同社

において申立期間も継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の事業主は、申立期間の前後を通して、事業経営が厳しい時期があり、従

業員の同意を得ずに厚生年金保険被保険者資格の喪失及び再取得を行い、その間も、従

業員の給与から保険料を控除し続けており、申立人についてもこのような取扱いを行っ

た旨を供述している。 

さらに、上記同僚は、申立人が申立期間においても継続して、同じ工事現場代理主任

として勤務していたとしており、加えて、当該同僚は、自身の厚生年金保険被保険者記

録が一度喪失された期間について、厚生年金保険料の控除は不明としているが、勤務形

態の変更などは無かったと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 26年 10月の社会保険事務

所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届を社会保険事務所に提出したこと

及び申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 41 年１月

17 日に、資格喪失日に係る記録を 43 年３月 25 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

を 41 年１月から同年９月までは３万 9,000 円、同年 10 月から 42 年９月までは４万

8,000円、同年10月から43年２月までは５万2,000円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 45

年１月 30日に、資格喪失日に係る記録を 46年５月４日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を 45年１月から同年９月までは７万 2,000 円、同年 10月から 46年４月までは８

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料の納付義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年１月17日から43年３月25日まで 

② 昭和45年１月30日から46年５月４日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間①及び②の加入記録が無い。

申立期間中は常勤職員で勤務をしており、厚生年金保険料を給与から控除されていた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間①及び②においてＡ社に勤務してい

たことが認められる。 

また、Ａ社において、申立期間①において厚生年金保険の被保険者となっている複数

の同僚は、申立人と業務内容及び勤務形態は同じであったとしており、申立期間②につ

いては当時の同僚の供述は得られないが、申立人は申立期間②においても申立期間①と

同様に勤務していたと述べている。 

さらに、上記の同僚のうちの一人は、申立人は常勤職員であり、常勤職員は原則、全



                      

  

員社会保険に加入しており、希望した者は厚生年金保険に加入していなかったとしてい

る。 

これについて、申立人は、昭和 43年４月 11日から 45年１月 30日までの期間もＡ社

に勤務していたが、当該期間は厚生年金保険に加入していないとしているところ、当該

期間においては、申立人は厚生年金保険及び雇用保険の被保険者となっておらず、申立

期間①及び②については雇用保険の被保険者となっており、申立人が申立期間において

厚生年金保険に加入しない旨を希望していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、Ａ社における申立人と同年代の

従業員の標準報酬月額の記録から、昭和 41 年１月から同年９月までは３万 9,000 円、

同年 10 月から 42 年９月までは４万 8,000 円、同年 10 月から 43 年２月までは５万

2,000円、45年１月から同年９月までは７万 2,000円、同年 10月から 46年４月までは

８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立期間の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に

係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考えられない上、事業主により申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬月額算定

基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会に

おいても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主により

当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料の納付義務を履行していないと認められる。  

 



                      

  

東京厚生年金 事案11438  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を昭和 47 年４月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を12万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男    

基礎年金番号 ：        

生 年 月 日 ： 大正13年生     

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和17年１月１日から19年10月１日まで 

             ② 昭和47年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間

②の厚生年金保険の加入記録が無い。 

Ａ社には昭和 15 年１月から勤務しており、申立期間①の期間も間違いなく勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

申立期間②は給与支払明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人がＢ社の給与支払明細書として提出したもののうち、

６月と記載のある給与支払明細書に勤務日数が２日と記載されており、同社における

被保険者記録と一致すること、また、事業所名は不明だが、同社が所在していた地区

の事業所で当該期間に重なる雇用保険の加入記録がある事業所がみられることから、

申立人が当該期間において同社で勤務していたことが認められる。 

また、上記の給与支払明細書がＢ社のものであると認められるところ、当該期間の

昭和 47 年４月及び同年５月分の給与支払明細書から、厚生年金保険料が翌月控除さ

れていることが確認でき、同年４月分の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが確認できる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における給与支払明細書

において確認できる保険料控除額から、12万6,000円とすることが妥当である。 



                      

  

また、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

Ｂ社は既に解散し、当時の事業主は死亡しており、確認できる関連資料及び周辺事情

は無く、明らかでないと判断せざるを得ない。 

なお、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。  

２ 申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申

立人は、昭和 15 年１月２日に健康保険の被保険者資格を取得し、22 年２月１日に健

康保険及び厚生年金保険の資格を喪失したとされていることから、申立人が当該期間

に同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、申立期間①については、労働者年金保険法（昭和16年法律第60号）の適

用期間であり、同法では、筋肉労働者の男子工員のみが被保険者となるとされている

ところ、申立人は、Ａ社において通信機部品の組立て及び指導教官を行っていたとし

ており、筋肉労働者でなかったと考えられることから、当該期間は労働者年金保険の

被保険者でなかったものと認められる。 

また、申立人は、昭和 32 年にＡ社に自身の被保険者期間を照会した際に同社人事

課から受け取ったはがきを所持しており、当該はがきによれば、申立人は 19 年６月

１日に被保険者資格を取得し、22 年２月１日に資格を喪失していることが確認でき

るところ、19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間は、厚生年金保険法の施行準

備期間であり、施行準備期間中は保険料の徴収が行われていなかった期間である。 

このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 51年３月 21日であると認められることか

ら、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、昭和 50 年８月から 51 年２月までの期間の標準報酬月額については、50 年８

月及び同年９月は８万 6,000円、同年 10月から 51年２月までは 11万円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年８月31日から51年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社が赤

字になり、新たにＢ社が設立され、Ａ社の従業員のうち７割から８割が移行した。私

は移行前後も同一派遣先、同一作業に従事して給与をもらっていたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述により、申立人が申立期間のうち昭和 50

年８月31日から51年３月21日まで、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の被保険者資格喪失日につ

いて、同社が適用事業所ではなくなった日（昭和 51 年４月 21 日）より後の昭和 51 年

５月 13日付けで、申立人を含む 17名の被保険者資格喪失日が訂正されており、申立人

の場合、当初の資格喪失日（昭和 51年３月 21日）の記録が取り消され、さかのぼって

50年８月31日に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は法人事業所であり、当該期間に常時５名以上の従業員が勤務し

ていたと認められることから、当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を満た

していたと認められ、社会保険事務所（当時）が当該適用事業所でなくなったとする処

理を行う合理的な理由は見当らない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、昭和 50

年８月 31 日に被保険者資格を喪失した旨の処理をさかのぼって行う合理的な理由は無

く、当該喪失処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人の資格喪失

日は、当初記録されていたそきゅう訂正前の喪失日である昭和 51年３月 21日であると



                      

  

認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿から、昭和 50 年８月

及び同年９月は８万 6,000円、同年 10月から 51年２月までは 11万円とすることが妥

当である。 

なお、申立期間のうち、昭和 51年３月 21日から同年５月１日までの期間については、

雇用保険の記録では、当該期間のうち、同年３月22日から同年３月 30日までの期間に

おける申立人の勤務が確認できず、また、申立人の同僚が保管していた給与支払明細書

によると、同年３月分の給与支払明細書から事業所名がＢ社と記載されており、同年４

月及び同年５月の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社の事業主は、申立人に係る人事資料、その他の記録を保管していないこ

とから、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11448                       

 

第１ 委員会の結論 

事業主が、社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間①に係る標準報酬

月額は、申立人の主張する標準報酬月額であったと認められることから申立人の申立

期間①の標準報酬月額に係る記録を41万円に訂正することが必要である。 

申立期間②のうち、平成５年１月１日から６年 10 月１日までの期間について、事業

主が、当初社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立

人の主張する標準報酬月額であったと認められることから申立人の標準報酬月額に係

る記録を22万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②のうち、平成４年８月 31 日から６年２月１日までの期間について、

申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を

平成４年８月から５年９月までは 41万円に、５年 10月から６年１月までは 44万円に

それぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年11月１日から４年８月31日まで 

           ： ② 平成４年８月31日から８年11月21日まで 

Ａ社で勤務した申立期間①、同じくＢ社に勤務した申立期間②の標準報酬月額が

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額については、オンラ

イン記録によると、当初、平成２年 11月から４年７月までは 41万円と記録されていた

が、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年８月 31 日の後の同年９月４日

付けで、遡及
そきゅう

して11万円に減額訂正されていることが確認できる。 



                      

  

また、申立人と同様に上述の処理日において、遡及
そきゅう

して減額訂正されている者が、

申立人のほかに９名確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行う合理的

な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る適正な記録訂正があったとは認め

られず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録は、事業主が当初、社会保険事務

所に届け出た41万円に訂正することが必要である。 

申立期間②のうち、平成５年１月１日から６年 10 月１日までの期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、22 万円と記録されていた

が、同年２月 22日付けで、５年１月１日に遡及
そきゅう

して減額訂正されたことに伴い、11万

円と記録されていることが確認できる。 

また、上述の処理日及び直後の平成６年２月 23 日付けで、申立人と同様に減額訂正

されている者が、13名確認できる。 

さらに、申立人が提出している給与明細書から、当該期間における申立人の報酬月

額がその標準報酬月額（11 万円）に対応した額に減額された事実は無いことが確認で

きる上、当該期間のうち、平成５年１月１日から６年２月１日までの期間は、申立人

が、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められる。 

加えて、Ｂ社の代表取締役は、「申立期間当時、社会保険料に滞納があり、社会保

険事務所の職員から標準報酬月額の引き下げを勧められたことを記憶している。」と

述べている。 

これらを総合的に判断すると、平成６年２月 22日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事

実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な

理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処

理の結果として記録されている申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当

初、社会保険事務所に届け出た22万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成６年 10 月１日）で

11 万円と記録されているところ、当該処理について遡及訂正処理との直接的な関係を

うかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えな

い。 

また、申立期間②のうち、平成６年 10 月１日から７年 12 月１日までの期間につい

ては、給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額が、

オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

さらに、７年 12月１日から８年 11月 21日までの期間については、当該期間におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間②

のうち、平成６年 10月１日から８年 11月 21日までの期間について申立人が主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



                      

  

申立人のＢ社における申立期間②のうち、平成４年８月 31 日から６年２月１日まで

の期間については、申立人が提出している給与明細書から、申立人は、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づく標準報酬月額の改定又は決定は、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額（給与支給総

額）のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額となっている。 

したがって、申立人の標準報酬月額に係る記録を、給与明細書において確認できる

厚生年金保険料控除額から、平成４年８月から５年９月までの期間は 41 万円に、同年

10月から６年１月までの期間は44万円にそれぞれ訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間②のうち平成４年８月 31 日から６年２月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、

当時の資料等が保管されていないこと等から不明としているが、申立期間に係るオン

ライン記録の標準報酬月額は、給与明細書における厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額と長期間にわたって相違していることから、事業主は、給与明細書におけ

る厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事

務所は、当該報酬月額によって決定された標準報酬月額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11449                              

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

を41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年７月１日から12年３月31日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が実際の給与総額に

相当する標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人のＡ社に係る申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、平成 10 年７月から 12 年２月までの期間は 41 万円と記録されてい

たが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年３月 31 日より後の同年４月

20日付けで、遡及
そきゅう

して９万2,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社において、厚生年金保険被保険者であった８名のうち、代表取締役及び申

立人を含む取締役２名の計３名の標準報酬月額が、資格取得時まで遡及
そきゅう

して減額訂正

されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る滞納処分執行停止（取消）決議書及び債権消滅不納欠損決議書に

よると、申立期間において同社が社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、取締役で

あったが、同社の元従業員は、「申立人の地位は分からないが図面を引いていた。ま

た、申立人は社会保険の手続事務に関与していなかった。」と述べている。 

なお、申立人の妻は、「夫は、申立期間当時、50万円から 70万円ほどの報酬を受け

ていたと思う。」と主張しているものの、給与支給総額及び保険料控除額を確認でき

る資料は見当たらない。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額の記録を遡及
そきゅう

して減額訂正する合理的な理由は見当たらず、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められないことか

ら、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初、社会保険事務所に届け

出た41万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11450                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間①に係る標準報酬

月額の記録を平成３年８月及び同年９月は 20万円に、同年 10月から４年１月までの期

間は22万円にそれぞれ訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年８月１日から４年２月29日まで 

             ② 平成４年２月29日から同年３月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①の標準報酬月額が実際に支給されていた給与月額に見合

う標準報酬月額と相違している。同社に入社してから退職するまでの給与月額はほぼ

一律であったと記憶しており、減額された覚えは全く無いので、標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

また、平成４年２月 29 日までＡ社で勤務していたが、資格喪失日が退職日の翌日

でなく、同日となっているため、申立期間②が厚生年金保険の加入期間となっていな

いので、申立期間②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月

額は、当初、平成３年８月及び同年９月は 20 万円、同年 10 月から４年１月までは

22 万円とそれぞれ記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た同年９月 30 日の後の同年 12 月 24 日付けで遡及
そきゅう

して、当該期間が 16 万円に減額

訂正されていることが確認できる。 

  また、申立人は、「Ａ社は、平成３年の年末ごろから業績が悪化した。」と述べて

いる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の申立期間①に係

る標準報酬月額の記録を遡及
そきゅう

して減額訂正する合理的な理由は見当たらず、有効な

記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額は、事業主が当初、社会保険事務所に届け出た平成３年８月及び同年９月は 20 万



                      

  

円に、同年10月から４年１月までは22万円にそれぞれ訂正することが必要である。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録によれば、申立人のＡ社における離職日

は、平成４年２月 28 日と記録されており、また、厚生年金保険の資格喪失日の記録

が同年２月29日となっており、両記録の離職日が一致していることが確認できる。 

さらに、オンライン記録から当該期間当時、Ａ社における厚生年金保険の被保険者

は申立人を含んで３名であり、２名に申立人の勤務実態等について文書照会したとこ

ろ、１名は既に死亡しており、１名は、「私は、申立人が退職したときは、平成３年

の暮れか４年の初めのころだと思っていた。」と回答しており、申立人が申立期間②

において同社に勤務していたことを確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 50年１月 13日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年１月13日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店間の異動はあったが、継続して勤務しており、厚生年金保険料は給与から控除

されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出のあった「職歴証明書」（Ｂ社が作成）及びＢ

社が保管する申立人に係る人事記録に基づく回答から判断すると、申立人が申立期間に

Ａ社に継続して勤務し（昭和 50年１月 13日に同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 50 年

２月の社会保険事務所（当時）の記録から、12万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したものと思料するとしているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店における資格喪失日に係る記

録を昭和 25年 11 月 10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年９月27日から同年11月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に本店支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった申立人に係る社員台帳及び事業主の回答から判断すると、申立

人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 25 年 11 月 10 日に同社本店から同社Ｃ支

店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録では、

同社同支店は昭和 25 年 11 月 10 日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確

認できることから、申立人の被保険者記録は同日まで異動前の同社本店において引き続

き有することが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和 25 年８

月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料が残っていないため保険料を納付したか否かについては不明としてい

るが、上記社員台帳には、申立人が、昭和 25年９月 27日にＡ社Ｃ支店開設準備室に異

動、同年 11月 10日に同社同支店に異動した旨の記載があり、これらの異動日は、社会



                      

  

保険事務所では知り得ない人事上の日付であることから、申立人の同社本店における厚

生年金保険の被保険者資格喪失日について、事業主が社会保険事務所の記録どおりに届

け出たと考えられ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月及び同年 10

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、平成 15 年 10 月 26 日か

ら 16年６月１日までの期間については、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているところ、申立人

は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、同社における申立人の被保険者記

録のうち、申立期間に係る資格喪失日（平成 15 年 10 月 26 日）及び資格取得日（平成

16 年６月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 15 年 12 月 19 日に係る申立人の標準賞与額については、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とな

らない記録とされているところ、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法

に基づき、申立人の当該期間における標準賞与額に係る記録を 32 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年10月26日から16年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間については、オンライン記録では、当初、育

児休業期間中の厚生年金保険料免除期間となっていたが、実際は、育児休業が終了し

て既に同社に勤務しており、厚生年金保険料は給与及び賞与から控除されていた。そ

の後、同社は、年金事務所に対して、育児休業取得者終了届を提出したが、当該届出

は、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後であった。その結果、申

立期間は保険料免除期間でなくなったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、



                      

  

申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 16 年１月から同年５月までの期間については、Ａ社から提出

のあった申立人の当該期間に係る「年間集計表」及び申立人に係る「被保険者兼労働者

名簿」並びに事業主の回答により、申立人が当該期間に同社に継続して勤務し、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、当該期間に係る標

準報酬月額については、上記「年間集計表」において確認できる厚生年金保険料控除額

から、22万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間のうち、平成 15 年 10 月から同年 12 月までの期間については、上記

「被保険者兼労働者名簿」及び事業主の回答から判断すると、申立人が当該期間にＡ社

に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人及びＡ社は、共に、当該期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認できる給与明細書、賃金台帳等を保管していないとしているものの、同社か

ら提出のあった当該期間に係る「健康保険被保険者標準報酬決定通知書」において、申

立人の健康保険の標準報酬月額が 22 万円と記載されていることに加え、同社から社会

保険関係事務を委託されていた社会保険労務士は、「当時、同社では、社会保険事務所

（当時）に届け出た報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を申立人の

給与から控除していた。」旨供述している。 

さらに、当該期間の前後の期間おいて 22 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料が控除されていたことから判断すると、申立人は、当該期間においても、22 万円の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと考える

のが相当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、前後の期間における厚生年金保険料控除

額等から判断すると、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が当時、申立期間に係る届出を誤ったことを認めており、また、申立期間に係る厚生

年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 

申立期間のうち、平成 15 年 12 月 19 日については、Ａ社から提出のあった当時の

「厚生年金保険被保険者賞与支払届」において、申立人の賞与額が 32 万円と記載され

ていること、上記社会保険労務士が、「当時、同社では、社会保険事務所に届け出た標



                      

  

準賞与額に基づく厚生年金保険料を申立人の賞与から控除していた。」旨供述している

こと等から判断すると、申立人は、同日に同社から賞与の支払を受け、32 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、平成 15 年 12 月 19 日に係る標準賞与額については、上記「厚生年金保険被保

険者賞与支払届」において確認できる当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、32

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 18 万円とされてい

るところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

報酬月額は、訂正前の 16 万円とされているが、申立人は、申立期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に

おける標準報酬月額に係る記録を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和59年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年４月１日から20年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、実

際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違していることが判明した。同社は、年

金事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

申立期間の訂正記録は給付に反映されていないので、給付されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 16 万円と

記録されていたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22

年３月に、申立期間に係る標準報酬月額が 18 万円に訂正されたところ、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後

の標準報酬月額（18 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（16 万円）と

なっている。 

しかしながら、申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書の写しにより、申

立人は、18 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 



                      

  

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標準報

酬月額については、上記給与明細書の写しにおいて確認できる厚生年金保険料控除額か

ら、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、当時の事務手続を誤ったとして、申立てに係る報酬月額の訂正の届出を、当該保

険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22 年２月に年金事務所に対して提

出したことが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成４年１月 16 日であると認められることか

ら、申立期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、19万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月31日から４年１月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

平成４年１月まで継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から判断すると、申立人がＡ社に平成４年１月 15 日まで継続し

て勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録では、申立人を含む 15 人について、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成３年８月 31 日（以下「全喪日」という。）以降の４年１月

24 日付けで、３年 10 月の厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定の記録がさかのぼっ

て取り消されるとともに、同社における厚生年金保険の被保険者資格を同年８月 31 日

に喪失した旨の処理についても４年１月 24 日付けでさかのぼって行われていることが

確認できる。 

また、オンライン記録では、Ａ社の申立人以外の被保険者（１人）について、全喪日

以降の平成３年９月 16 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の記録が、同様

に全喪日以降の４年１月 24 日付けでさかのぼって取り消されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は法人事業所であり、全喪日以降も常時従業員が在籍していたこ

とが確認でき、同社が厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと

認められることから、社会保険事務所（当時）において、当該適用事業所でなくなった

処理及び申立人の厚生年金保険の被保険者資格を喪失させる処理等をさかのぼって行う

合理的な理由は見当たらない。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年８月 31 日にＡ社における

厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の記録処理は有効なものとは認められず、申

立人の同社における資格喪失日は、申立人の同社における雇用保険の離職日の翌日であ

る４年１月16日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、訂正前のオンライン記録から、19 万円

とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 60 年４月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の納付義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「当時の従業員に係る資料は無いが、申立期間の昭和 60年３月 31日は日曜

日であったことから、社会保険事務の担当者が誤って、同日を厚生年金保険の資格喪失

日として届け出てしまったものと考えられる。申立人は、同年３月 31 日まで在籍して

おり、同年３月分の厚生年金保険料は控除していた。」と回答している。 

また、Ａ社は、保険料控除について当月控除方式であった旨回答しているところ、同

社が提出した所得税源泉徴収簿において、申立人と同様に月末に資格を喪失している従

業員の給与から当月分の保険料が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 60 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に誤って提出したことを認めて

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 60 年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

 



                      

  

立人に係る申立期間の保険料の納付義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11463  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 64 万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の納付義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、社会保険事務所（当時）に事後訂正を行ったものの、

保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映されない記録となっている。

そのため、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険料控除額から、

64万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該賞与に係る厚生年金保険料

についても納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 47 年１月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年11月21日から47年１月５日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記

録が無い。申立期間に関連会社間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社（昭和 55 年９月にＡ社が社名変更）の総務担当者及び同僚の供述から判断する

と、申立人が、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 47 年１月５日にＡ

社から関連会社であるＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 46年 10月の

社会保険事務所（当時）の記録から、４万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社は、申立

人の資格喪失日に係る届出に誤りがあり、保険料も納付していないとしていることから、

Ａ社の事業主が昭和 46 年 11 月 21 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る同年 11月及び同年 12月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 13 年１月 22

日に訂正し、平成 12年 11月の標準報酬月額を 28万円に、同年 12月の標準報酬月額を

30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住     所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年11月21日から13年１月22日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。給与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社の平成 12 年 11 月分及び同年 12 月分の給与明細書並びに同社

の事業主の証言により、申立人は、平成 13年１月 21日まで継続して勤務し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、上記給与明細書における報酬額又は

保険料控除額から、平成 12年 11月を 28万円に、同年 12月を 30万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は、納付

していないとしており、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る平成 12

年 11月及び同年 12月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が



                      

  

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。  



                      

  

東京厚生年金 事案11486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和47年５月12日、資格喪

失日が50年11月20日とされ、当該期間のうち47年５月12日から同年７月12日までの期間

は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社同

支店における資格取得日に係る記録を同年５月12日とし、申立期間の標準報酬月額を４

万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年５月12日から同年７月12日まで 

Ａ社Ｂ支店に在籍していた期間のうち、申立期間が会社の手続誤りにより未加入と

なっている。既に会社から年金事務所に対し訂正の届出が提出され、記録も訂正され

ているので、厚生年金保険の給付に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された（在籍）証明書等から判断すると、申立

人が同社に昭和47年４月１日から申立期間を含み平成８年５月31日まで継続して勤務し

（昭和47年５月12日に同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与より控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和47年７

月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の資格取得日を誤って昭和47年７月12日として届け出たことを認めていることか

ら、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月及び同年６月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義



                      

  

務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11487 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成16年２月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を26万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年１月30日から同年２月１日まで 

私は、Ａ社には平成16年１月31日まで在籍しており、当時の給与支給明細書からも

保険料が控除されていることから、厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支給明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に平成16年１月31日まで継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細書において確認できる保

険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、不明と

しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどお

りの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金11488～11492（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立期間における標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞

（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

申立期間①及び②に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ

社は当該賞与について、社会保険事務所（当時）に届出を行っていなかった。同社は

誤りに気付き、平成22年３月に年金事務所に当該賞与に係る届出を行い、当該記録の

訂正は行われたものの、時効により保険料を納付できず、厚生年金保険の給付に反映

されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した「給与支払明細書（控）」から、申立人は、申立期間①及び②に係る

＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を決定又は改定し、これに基づき記録の訂正

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、「給与支払明細書

（控）」において確認できる保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と

別添一覧表参照 



                      

  

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかったこと、また、当該保険料

を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 

 



1　/　1

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

平成18年7月14日 90万 1,000円

平成19年7月10日 92万 4,000円

平成18年7月14日 88万 5,000円

平成19年7月10日 90万 7,000円

平成18年7月14日 88万 5,000円

平成19年7月10日 90万 7,000円

平成18年7月14日 43万 8,000円

平成19年7月10日 36万 円

11492 男 昭和51年生 平成18年7月14日 46万 9,000円

男

昭和38年生

11491

11490

11489

11488

女

昭和36年生

男

男

標準賞与額

昭和29年生

昭和36年生



東京厚生年金11493～11500（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間におけ

る標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

平成19年７月10日に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されてい

たが、Ａ社は当該賞与について、社会保険事務所（当時）に届出を行ってい

なかった。同社は誤りに気付き、平成22年３月に年金事務所に当該賞与に係

る届出を行い、当該記録の訂正は行われたものの、時効により保険料を納付

できず、厚生年金保険の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した「給与支払明細書（控）」から、申立人は、＜標準賞与額＞

（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、「給与支払明細書（控）」に

おいて確認できる保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、当該賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかったこと、

また、当該保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 

 

別添一覧表参照 



1　/　1

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所

11493 女 昭和45年生 45万 円

11494 女 昭和49年生 45万 円

11495 女 昭和52年生 40万 円

11496 男 昭和39年生 40万 円

11497 男 昭和48年生 40万 円

11498 女 昭和58年生 24万 円

11499 女 昭和59年生 24万 円

11500 男 昭和52年生 22万 4,000円

標準賞与額



東京厚生年金 事案11501 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が、社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額の記録を50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年８月１日まで 

ねんきん定期便を見て、Ａ社で勤務した期間のうち申立期間の標準報

酬月額が下がっていることが分かった。保管してあった給与明細票と比

べてみると、ねんきん定期便の金額が間違っている。給与明細票からは、

支給額に見合う保険料が控除されていたことが分かるので、標準報酬月

額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書によると、申

立人の標準報酬月額は平成３年８月を改定年月とし、50万円に改定され、

管轄の社会保険事務所において、同年８月27日付けで当該通知書に確認印

が押されていることが確認できる。 

また、申立人が保管する給与明細票から、申立期間に係る厚生年金保険

料控除額は、上記届出に基づく標準報酬月額（50万円）に見合う額である

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額を50万円として届出を行ったことが認められることから、申立期

間に係る標準報酬月額を50万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 11502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 11 月１日から同年 12 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

同年 11 月１日、資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日とし、同年 11 月

に係る標準報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社の同僚は、申立期間に親会社のＡ社で厚生年金保険に加入して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された社員名簿及び申立人から提出された給与支給明細書

により、申立人が昭和 54 年 10 月１日から同社に勤務していることが確認

できる。 

しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が

厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 54 年 12 月１日であり、申立

期間は適用事業所でなかったことが確認できる。 

一方、Ｂ社の元従業員であり、元事業主の妻は、「申立期間は当社が厚

生年金保険の適用事業所ではなかったことから、従業員は親会社のＡ社に

おいて厚生年金保険に加入させていた。」と回答しており、Ａ社の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時、Ｂ社の従業員がＡ社

において厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された昭和 54 年 11 月の給与支給明細書により、

申立期間のうち同年 11 月については、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが確認できる。 

また、昭和 54 年 11 月の標準報酬月額については、上記給与支給明細書

において確認できる厚生年金保険料控除額から、15 万円とすることが妥



当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失のいずれの

機会においても社会保険事務所（当時）が申立人に係る記録の処理を誤る

ことは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所への資格の得喪

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人の昭

和 54 年 11 月に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料の納付義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月については、申立人から提出さ

れた同年 10 月の上記給与支給明細書により、厚生年金保険料の控除が無

いことが確認できることから、申立人が厚生年金保険被保険者として、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 11503                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の平成 19 年７月 20 日の標準賞与額に係る記録を 36 万

3,000 円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 20 日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額

の記録が無い。同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、

時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映

されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、平成 19 年７月 20 日に

同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳における厚

生年金保険料控除額から、36 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 11504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の平成 19 年７月 20 日の標準賞与額に係る記録を 32 万円

とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 20 日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額

の記録が無い。同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、

時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映

されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、平成 19 年７月 20 日に

同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳における厚

生年金保険料控除額から、32 万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 11505 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の平成 19 年７月 20 日の標準賞与額に係る記録を 24 万

1,000 円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 20 日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額

の記録が無い。同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、

時効により厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映

されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、平成 19 年７月 20 日に

同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳における厚

生年金保険料控除額から、24 万 1,000 円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11506 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 19 年７月 20 日の標準賞与額に係る記録を

24万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月20日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無い。

同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、時効により厚生年金保険料

を納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、平成 19年７月 20日に同社から賞与

の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳における厚生年金保険料

控除額から、24万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の標準賞与額に係る記

録を、平成 17年 12月 26日は 38万円、18年 12月 27日及び 19年７月 19日は 40万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月26日 

         ② 平成18年12月27日 

         ③ 平成19年７月19日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無い。

同社は、既に社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出したものの、時効により厚

生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支払明細書により、申立人は、平成 17年 12月 26日、18年

12月 27日及び 19年７月 19日に、同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



                      

  

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、平成 17年 12月 26日は 38万円、18年 12月 27日及

び19年７月19日は40万円とすることが妥当である。 

   なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が届出の誤りを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 54年 10月１

日に訂正し、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 11 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年10月１日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に係る源泉徴収票及び給料支払明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和 54年分給与所得の源泉徴収票及び同年 10月分の給料支払

明細書により、申立人が申立期間においてＡ社で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人の昭和 54年 10月分の給料支

払明細書の厚生年金保険料控除額から、11万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は、「申立期間に係る資料は保存しておらず、当時の役員、経理

担当者も退職後死亡しているため、不明である。」と回答しており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無く、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。  



                      

  

東京厚生年金 事案11513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社本社における厚生年金保険の資格取得日の記録を昭

和 20 年６月１日に、同資格喪失日の記録を昭和 21 年 11 月１日にそれぞれ訂正し、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額を、20 年６月から 21 年３月までの期間は 70 円、

同年４月から同年９月までの期間は 60円、同年 10月は 450円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年６月１日から21年11月１日まで 

昭和 20年４月から 22年５月までの期間においてＡ社の秘書課に継続して勤務して

いたが、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無いことを知った。申立期間は、

戦時中だった 20 年６月に同社本社事務所が県内から郊外に疎開し、終戦後の 21 年

11 月に県内に再度移転するまでの期間と一致している。私が郊外における同社本社

の秘書課において勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社本社は、疎開による所在地移転に伴い昭和 20 年６月１日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、申立人は、同日付けで厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

ているが、25 年に同社の技術等を引き継ぎ設立されたＢ社が保管している申立人に係

る社員台帳によれば、申立人は 20 年４月１日にＡ社に入社し、申立期間において同社

に勤務していたことが認められる。 

また、申立期間当時に疎開先のＡ社の秘書課に勤務していた従業員の一人及び同社の

別の部署で勤務していた申立人が記憶している同僚の一人は、「申立人は疎開先の同社

秘書課で勤務していた。」と回答していることから、申立人が申立期間において、疎開

先の同社本社秘書課に勤務していたことが推認できる。さらに、同社本社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の記録によれば、同社における申立人の昭和 20 年６月１

  



                      

  

日付けの厚生年金保険被保険者資格の喪失理由として、同社の所在地移転に伴う管轄社

会保険事務所（当時）の変更によるものである旨が記載されており、申立人が厚生年金

保険の被保険者資格を喪失する事情があったために喪失したものではないことが確認で

きる。 

加えて、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、同社本社にお

いて申立人と同じ秘書課に所属し、昭和 20 年６月１日に資格喪失した従業員 111 人の

うち、108 人は、疎開先の同社において、同日に資格取得し厚生年金保険の被保険者期

間を継続していることが確認できる。 

なお、Ａ社は既に解散しており当時の担当者は不明であることから、戦時中に疎開し

た同社において、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得届を昭和 20 年６月１日付け

で提出していない理由は、不明である。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は申立

期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立期間前後の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の記録及び前述の社員台帳に記載された申立人の月俸金額の記

録から、昭和 20 年６月から 21 年３月までの期間は 70 円、同年４月から同年９月まで

の期間は60円、同年10月は450円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、そ

の後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったことになるが、この場合において

も社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していないとは考え難いことから、事業主

は社会保険事務所への資格の得喪に係る届出は行っておらず、その結果、社会保険事務

所は申立人の申立期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額の記録を、平成 13年 12月から 14年６月までの期間は 56万円に、同年７

月は 32 万円に、同年８月から 15 年２月までの期間は 34 万円にそれぞれ訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は申立人の申立期間における上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年12月１日から15年３月21日まで 

Ａ社における申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。給与支払明細書と雇用保険

被保険者離職票を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した申立人の申立期間に係る給与支払明細書及び雇用保険被保険者離職

票等により、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額は、前述の給与支払明細書における報酬額又は保険料控除額から、平成 13 年

12 月から 14 年６月までの期間は 56 万円、同年７月は 32 万円、同年８月から 15 年２

月までの期間は34万円にそれぞれ訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、「当社が破産終了した後に、当社の書類は焼却したため不明である。」と回答し

ているものの、保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標

準報酬月額とが長期間にわたり一致しないことから、申立期間について、事業主はオン

ライン記録どおりの届出を社会保険事務所（当時）に対して行っており、その結果、社

会保険事務所は、給与支払明細書で確認できる標準報酬月額に見合う保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成４年８月 25 日であると認められることか

ら、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成４年３月から同年７月までの標準報酬月額については 47 万円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年３月31日から同年８月25日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の記録が無い。同社には

申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人が、申立期間を含め平成４年 10

月20日まで、Ａ社に従業員として継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、Ａ社に係るオンライン記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成４年３月 31 日）より後の平成４年８月 25 日付けで、申立人を含む

24名について、当初記録されていた同年 10月の標準報酬月額の定時決定が取り消され

た上、資格喪失日が同年３月31日にさかのぼって記録されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は法人事業所であり、適用事業所でなくなった日において、常

時従業員が在籍していたことが認められ、厚生年金保険法の適用事業所としての要件

を満たしていたと認められる。したがって、社会保険事務所(当時)において、同社が

適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年３月 31 日に資格を喪失し

た旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られないことから、申立人の資格喪失日は、遡及
そきゅう

処理が行われた同年８月 25日である

と認められる。 



                      

  

また、平成４年３月から同年７月までの標準報酬月額については、同年２月のオン

ライン記録から、47万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 46 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年４月30日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

にグループ会社間の異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された人事記録により、申立人が申立期間にＡ

社及び関連会社のＢ社に継続して勤務し（昭和 46 年５月１日にＡ社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 46 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、４万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所に対して、申立人に係る資格喪失日を、昭和 46 年５月１日とす

べきところを、同年４月 30 日と誤って届出し、申立期間に係る厚生年金保険料につい

て納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 15 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 12 万 2,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（15 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を15万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが保険料は

時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、15 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 43 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 33 万 8,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（43 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を43万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが保険料は

時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、43 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 26 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 20 万 9,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を26万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが保険料は

時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、26 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 24 万 6,000 円とされ

ているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金

額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 20 万 2,000 円とされているが、申立人は、

申立期間について、標準賞与額 24 万円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

申立期間の標準賞与額に係る記録を24万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが保険料は

時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、特例法に基づき

標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞

与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、Ａ社から提出された賞与支給控除一

覧表において確認できる保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ



                      

  

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 55 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 43 万 3,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（55 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を55万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが保険料は

時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付される

よう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、55 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11523 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 42 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 34 万 2,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（42 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を42万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月22日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、42 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 54 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 44 万 5,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（54 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を54万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月21日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、54 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 50 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 40 万 3,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（50 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を50万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月21日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、50 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 53 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 42 万 8,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（53 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を53万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月21日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、53 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 44 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 35 万 5,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を44万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月21日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、44 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 44 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 35 万 5,000 円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準賞与額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準

賞与額に係る記録を44万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月21日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険料控除

額に見合う標準賞与額と相違していた。同事務所は、事後訂正の届出を行ったが保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された出勤簿兼賃金計算簿により、申立人は、44 万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出

し、また、当該標準賞与額に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における資格喪失日に係る記録を昭

和 29 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の納付義務を履行したか否か

については、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月12日から同年９月１日まで 

Ａ社に入社後、同社の支社であるＣ社に転勤したが、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。確かに継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社に係る厚生年金保険の事業所台帳により、申立人の同社における厚生年金保険の

資格取得日は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 29 年９月１日であるこ

とが確認できる。 

一方、Ｃ社の従業員及びＡ社の系列会社であるＤ社の従業員の供述により、申立人は、

昭和 29年７月 12日より前にＡ社から同社の支社であるＣ社に異動し、両社に継続して

勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社の従業員は、昭和 29 年当時は、これまで同社が本社として、厚生年金保

険の一括適用事業所であったものを、同社の各系列会社が適用事業所になるよう手続を

進めていた時期であると供述しているところ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿、Ｃ

社を除くＡ社の各系列会社が、昭和 29年６月 29日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ていることが確認できるとともに、同社から各系列会社への被保険者記録が継続してい

ることが確認できること及び申立人はＣ社が厚生年金保険の適用事業所となる前後もＡ

社が各系列会社を含め、給与事務手続を一括して行っていたと供述しているところ、Ｃ

社の従業員及びＤ社の従業員も同様の供述をしている。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において厚生年金保険料をＡ社によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年６月の社会保険事務所（当

時）の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 10 年１月１日とされ、同年

１月１日から同年２月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を同年１月１日とし、申立期

間の標準報酬月額を15万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年１月１日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同社は既に

記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記

録は厚生年金保険の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び「アルバイト給与明細表示」により、申立人は、

平成 10 年１月１日から同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。       

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成 10 年１月

分の給与明細書から、15万円とすることが妥当である。       

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、

厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、これを履行して

いないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 124 万 4,000

円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月５日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与について、

誤って届出を行っていなかった。同社は既に訂正の届出を行ったが、申立期間の厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない記録とな

っているので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給明細書から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。       

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与支給明細書から、124 万

4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出していなかったこと、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11538 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生   

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から５年２月21日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が給与に見合

う標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社に係る申立期間の標準報酬月額は、当初、53

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成５年

12 月 31 日より後の６年３月 11 日付けで、申立人を含む３人の標準報酬月額が減額訂

正処理されており、申立人の場合、３年３月１日にさかのぼって８万円に減額訂正処理

されていることが確認できる。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立期間当時、申立人は取締役であったことが確

認できるところ、同社の事業主は、「申立人は、営業を担当しており、厚生年金保険事

務に関与しておらず、当社が厚生年金保険の適用事業所でなくなったときには既に退職

していた。」と供述していることから、申立人は当該減額訂正処理に関与していなかっ

たと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさかのぼっ

て減額訂正処理する合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た53万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11539   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に係る記録

を昭和 35 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：     

生 年 月 日 ： 昭和８年生     

住    所 ：            

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 昭和35年１月29日から同年２月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間については、同

社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

                                          

第３ 委員会の判断の理由   

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された申立人の「社員カード」から判断すると、

申立人は、申立期間について同社に継続して勤務し（Ａ社Ｃ工場から同社Ｄ営業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、上記「社員カード」には、申立人のＡ社Ｃ工場から同社Ｄ営業所への異動日が

昭和 35年１月 28日と記録されている。しかし、同社Ｄ営業所が厚生年金保険の適用事

業所となったのは、同年２月１日であり、同日まで異動前の同社Ｃ工場において被保険

者資格を有するものと考えられることから、同社同工場における喪失日を同日とするこ

とが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 34 年

12 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、上述のとおり、申立期間にＡ社Ｄ営業所は適用事業所となっていないこ



                      

  

と、また、「社員カード」に異動日が記載されているところ、同社Ｃ工場における資格

喪失日は社会保険事務所（当時）では知り得ない日であることから、事業主が昭和 35

年１月 29 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年１月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係る記録を昭和 39

年９月 22 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年９月 22日から同年 11月 21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。申立期間に

ついては、同社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所への異動はあったが、厚生年金保険料を控

除されていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された「回答書」等から判断すると、申立人は、

同社に継続して勤務し（昭和 39 年９月 22 日にＡ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に異動

（当時、Ａ社Ｄ営業所に係る厚生年金保険は、同社Ｂ事業所において適用））、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における昭和 39

年 11 月の厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和 39 年 12

月11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年12月11日から40年１月11日まで 

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は、Ａ社に正社員として勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された「在職期間証明書」から判断すると、申

立人は、同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社の回答により、同社が保管する健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失確認通知書において、申立人の同社Ｂ工場における資格喪失日が昭和

39 年 12 月 11 日と記載されていることから、同社本社における資格取得日を同日とす

ることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社に係る昭和 40 年１月

の事業所別被保険者名簿の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 36 年 10

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年10月１日から38年１月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 36年 10月１日から 43年 12月まで継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険

料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における複数の元同僚による「申立人は、昭和 36年 10月に正社員として入社し、

38 年にかけて在籍していたことを覚えている。」旨の供述から判断すると、申立人は、

申立期間において同社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保

険に加入していたことが確認できる複数の元同僚は、「自分の入社時期と厚生年金保険

の加入時期はほぼ一致しており、申立人の厚生年金保険の加入記録が無いのはおかしい。

正社員である申立人も給与から厚生年金保険料が控除されていたはずである。」旨供述

している。 

このことは、これら複数の元同僚が入社したと供述している時期と上記被保険者名簿

における同人らの被保険者資格取得日がほぼ一致していることから確認できる。 

さらに、Ａ社の現在の代表者は、「当時、当社では身元のしっかりした人を採用して

いたので、試用期間は無く、他の正社員が厚生年金保険に加入していたのであれば、申

立人も同じように扱われなければおかしい。」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、



                      

  

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38 年１月の

オンライン記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届

が提出された場合には、その後、被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会があった

ことになるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しな

いとは考え難いことから、事業主が昭和 38年１月 10日を申立人の資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11545 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 42 年 11 月 24 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年 11月 24日から同年 12月 24日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 42 年 11 月 24 日から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から

控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出のあったＡ社の人事記録により、申立人は、昭和

42年11月24日から同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社から提出のあった同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人

は、昭和42年11月24日に同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが

認められる。 

さらに、申立人と同日にＡ社に入社したとする同僚４人の資格取得日についても、申立人と

同様の記載となっており、それぞれのオンライン記録における厚生年金保険の資格取得日と一

致する。 

加えて、Ａ社から提出のあった同社が加入する健康保険組合及び厚生年金基金の加入記録に

よると、申立人の資格取得日は、いずれも昭和42年11月24日であることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和42年11月24日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録

から、２万8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11556 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険の

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

期間に係る標準報酬月額を17万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から８年２月29日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間におけ

る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録から、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成７年１月から８年１月までについて17万円と記録されていたことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た平成８年２月 29 日以降の同年３月 12 日に、申立人を含む 11 人の標準報酬月額の記

録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、標準報酬月額が、７年１月から

８年１月までについて11万8,000円に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所において、上記そきゅう訂正処理を行う合理的な理由

は無い。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認め

られず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た標準報酬月額の記録から、17万円とすることが必要である。 



                      

  

東京国民年金 事案 8192 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から 61年３月まで 

私の母は、私が 20 歳の学生のときに、私の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付してくれていた

とする母親は、保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成３年 10 月に払い出されて

おり、オンライン記録により、当該払出時点において、申立期間の被保険者

資格取得記録が追加されたことが確認できる上、申立人が所持する国民年金

手帳の氏名及び住所欄は、婚姻後の氏名及び住所が記載されており、当時居

住していた区の所轄社会保険事務所（当時）の押印がされていることなどか

ら、申立期間は、記録追加以前は、未加入期間であり、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

さらに、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が、申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8193 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から同年 12 月までの期間及び平成７年７月から同

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から同年 12月まで 

             ② 平成７年７月から同年９月まで 

 私は、会社を退職して厚生年金保険に加入していない期間は、国民年金

に加入し、国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間が国民年

金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が、申立期間①及び②当時に居住

していた区、市及び所轄社会保険事務所（当時）において、申立人に対して

国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立期間はいずれも未

加入期間となり、制度上、保険料を納付することができない期間であること、

申立人の所持する年金手帳には、厚生年金保険の記号番号のみが記載され、

国民年金手帳の記号番号及び被保険者資格取得日の記載は無いこと、婚姻後

の申立期間②について、申立人の妻も保険料が未納となっていることなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8194 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年２月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年２月から 48年３月まで 

私は、20 歳のときに国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続時及び申立

期間当時の国民年金手帳の受領、所持に関する記憶が曖昧
あいまい

であること、申立

人の国民年金手帳の記号番号は昭和 49 年８月ごろに払い出されており、当該

払出時点では、申立期間の大部分の保険料は当時実施されていた第２回特例

納付により納付する以外にないが、申立人は申立期間の保険料をさかのぼっ

て納付した記憶は無いとしていることなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8195    

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から 40 年３月までの期間、48 年４月から同年９月

までの期間及び 49 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年１月から 40年３月まで 

② 昭和 48年４月から同年９月まで 

③ 昭和 49年１月から同年３月まで 

私の夫は、第３回特例納付により私の申立期間の国民年金保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は第３回特例納付で昭和 55 年

６月 26 日に 24 か月分の保険料を納付した領収証書（納付対象月は記載され

ていない。）を所持しており、夫から申立期間も含めて未納期間の保険料を

すべて特例納付したと聞いたと主張しているが、申立人のオンライン記録、

特殊台帳及び年度別納付状況リストから、当該特例納付で納付した保険料は、

申立期間前の 36 年７月から 37 年３月までの９か月分、37 年９月から 38 年

３月までの７か月分及び 38 年５月から同年 12 月までの８か月分の合計 24 か

月分の保険料であることが確認できる。 

また、申立人は、上記の領収証書に係る特例納付を行った時期に、別途同

額（24 か月分相当）の特例納付を行ったことを夫から聞いた記憶は無いとし

ていることなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8196 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年７月から 61 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 61年２月まで 

私の母は、私が実家から離れて大学に通っているときに、国民年金の加

入手続をしてくれて、学生であった期間の国民年金保険料を納付してくれ

ていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、母親が国民年金の加入手続及び保険料を納

付してくれたと説明しているが、申立人は、20 歳時には、母親とは別の市に

居住していることが戸籍の附票で確認でき、母親が居住している市では、申

立人の国民年金の加入手続はできず、保険料の納付書も発行されないこと、

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険の記号番号が付番されており、

申立期間当時に申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらないことなど、母親が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8197 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 10 月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 50年９月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった昭和 42 年＊月ごろに国民年金の加入手続

をし、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、母親から受け取った年金手帳は、現在所持しているオレ

ンジ色の手帳１冊のみであると説明しており、申立人の当該手帳の記号番号

は申立期間後の昭和 52 年９月に払い出されていることから、申立期間当時に

申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8198                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年９月から 54 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 54年６月まで 

私が 20 歳になったころに、父親が私の国民年金の加入手続を行い、結婚

するまで国民年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料を納付して

いたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時

の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 55 年２月ご

ろに払い出されており、申立人は、54 年７月からの現年度保険料を納付して

いるが、父親から申立期間の保険料をさかのぼって納付したかどうかは聞い

ていないと説明していること、申立人の両親の手帳記号番号は、53 年７月に

連番で払い出されており、当該払出時点までは、両親は未加入であったこと、

申立人の父親が加入手続及び保険料納付をしていたとする次兄も、申立期間

当時の保険料が未納であることなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年９月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年９月から 38年３月まで 

    私の父は、私が国民年金に加入した後、母、姉及び私の３人の国民年金

保険料を納付してくれていた。両親は当時、商店を営んでおり、経営は順

調で経済的に苦しい状態ではなかった。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金手帳記号番号払出簿による

と、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 38 年８月に払い出されているこ

とが確認でき、申立期間の保険料はさかのぼって納付する必要があるものの、

保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明である上、申立人も国民年金の加入手続及び

保険料の納付状況等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、父親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年９月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年９月から同年 11月まで 

    私は、婚姻直後の昭和 61 年 12 月に国民年金の加入手続を行った際、３

か月の未納期間があることを窓口で教えてもらったので、バッグから財布

を取り出し現金で国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料をバッグか

ら財布を取り出し、現金で納付したと説明しているものの、申立人は、国民

年金の加入手続の場所、保険料の納付場所及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

であると

ともに、申立人が所持する年金手帳には、最初に国民年金の被保険者となっ

た日として申立期間直後の昭和 61 年 12 月 13 日の記載があり、申立期間は未

加入期間となるため、制度上、納付書は発行されず、保険料を納付すること

ができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人に別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8209 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年９月から 42 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等                

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年９月から 42年２月 

 私は、申立期間当時、兄の仕事を手伝うため実家に戻っていた。当時の

私の国民年金保険料は、母が納付してくれていたと姉から聞いている。申

立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 43 年４月に払い出され、申

立期間は国民年金に未加入期間とされており、保険料を納付することはでき

ないほか、申立人は、自身の国民年金手帳を見たことはないと説明している

など、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらず、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8210                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から同年６月まで 

        私は、昭和 49 年 10 月７日に郵便局で昭和 47 年度の国民年金保険料を納

付した。その後昭和 47 年４月から同年６月までの３か月の保険料が還付さ

れたとされているが受領したことはない。申立期間の保険料が還付済みと

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含む昭和 47 年度の国民年金保険料を昭和 49 年 10 月

７日に納付していることが、申立人の所持する領収証書により確認できる。 

しかし、申立期間の保険料は、時効のため納付できない未納期間であった

ことを理由として還付されたものであるほか、昭和 59 年６月作成の還付・充

当・死亡一時金等リストには、還付対象期間、還付金額、還付事由、還付決

議日等が明確に記載されており、還付対象期間は申立期間と一致し、還付金

額も申立期間の保険料額と一致するなど、この記載内容に不合理な点は無く、

還付決議は、保険料の納付日である 49 年 10 月７日に近接した 50 年４月 16

日に行われており、申立期間の保険料の還付に関する事務処理は適切に行わ

れたものと認められるなど、申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8214 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年９月から７年３月までの国民年金保険料については、追

納されていたものとは認めることができず、７年４月から８年２月までの保

険料については、免除され、かつ、追納されていたものとは認めることはで

きない。 

また、平成９年８月から 11 年９月までの国民年金保険料については、免除

されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年９月から７年３月まで 

             ② 平成７年４月から８年２月まで 

             ③ 平成９年８月から 11年９月まで 

    私は、学生時代、父に勧められて国民年金の加入手続を行い、平成５年

４月から 11 年 10 月に婚姻するまで、厚生年金保険に加入していた期間を

除いて、国民年金保険料はすべて免除申請を行い、５年４月から８年２月

までは父にお金を出してもらって保険料を追納した。申立期間①の保険料

が追納済みとされておらず、申立期間②の保険料が免除及び追納済みとさ

れておらず、申立期間③の保険料が免除とされていないことに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を追納した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料

の追納申出及び追納した時期、場所並びに金額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、申

立人が当該期間の保険料を追納したことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

２ 申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を免除され、かつ、

追納したことを示す関連資料が無く、申立人は、免除申請をした時期及び

場所の記憶が曖昧
あいまい

であり、免除申請承認通知書を受けた記憶も無い上、申

立期間②直後の厚生年金保険加入期間中には追納をしていないと説明する



                      

  

ものの、平成８年２月の保険料については、厚生年金保険に加入した同年

３月以降でなければ追納できないなど、申立人が当該期間の保険料を免除

され、かつ、追納したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ 申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を免除されていたこ

とを示す関連資料が無く、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替

手続の記憶が曖昧
あいまい

である上、オンライン記録及び申立人が当時居住してい

た区の国民年金被保険者名簿によると、当該期間の始期である平成９年８

月の資格取得は 11 年 11 月に記録追加されており、当該記録追加時点では、

厚生年金保険から国民年金への切替手続が行われておらず、当該期間に係

る保険料の免除申請は行っていなかったものと考えられる。 

また、当該記録追加時点まで当該期間は未納期間とされていたため、申

立人が当時居住していた区の国民年金被保険者名簿によると、平成 11 年４

月から 12 年４月まで納付書及び未納催告の帳票が出力されていたことが確

認できるなど、申立人が当該期間の保険料を免除申請していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を追納し、申立期間②の

保険料を免除され、かつ、追納し、申立期間③の保険料を免除されていた

ものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8215 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 11 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年 11月から 45年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。年金手帳の再交付手続をした際に、母から「最初に加入手続

した時に前の年の分をさかのぼって納付してあるからね。」と言われたこ

とを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付したとする母親か

ら当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であ

る。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 45 年８月時点

は、第１回特例納付の実施時期ではあったものの、申立人は母親から特例納

付を行ったと聞いたことはないと説明していること、申立人と当時同居し、

申立人と同様に母親が国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してくれて

いたとする申立人の妹は、手帳記号番号が払い出された 48 年１月時点から保

険料が納付されていることなど、母親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8216 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年８月から 43 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年８月から 41年４月まで 

             ② 昭和 41年５月から 43年 12月まで 

    私の母は、私が短大生のころ、私の国民年金の加入手続を行い国民年金

保険料を納付してくれていた。婚姻後も引き続き国民年金に加入しており、

自身で保険料を納付していた。申立期間①の保険料が未納とされ、申立期

間②は国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国

民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料

を納付したとする母親から当時の納付状況等を聴取することが困難であるた

め、当時の状況が不明である。 

   また、申立人は、昭和 41 年５月に転居する際に母親から国民年金手帳を受

け取った記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付していたとする母親は、当該期間

が国民年金に未加入であるなど、母親が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は当該期間直後

の昭和 44 年１月 23 日に任意加入したことにより払い出されているため、当

該期間は未加入期間であり、制度上さかのぼって保険料を納付することがで

きない期間である上、申立人が所持する 44 年１月 23 日発行の国民年金手帳

及び国民年金被保険者台帳には、43 年 12 月以前の検認記録欄に印紙不要の

印が押されているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8218 (事案 1758及び事案 5534の再申立て)                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

また、昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

私は、申立期間①については、国民年金保険料を納付後に厚生年金保険

に加入し、保険料を納付した領収書もある。還付されていないので還付し

てほしい。申立期間②については、昭和 58 年 10 月に国民年金を喪失する

はずがない。国民年金の保険料を納付した。申立期間①は保険料が還付さ

れていないことに、申立期間②は保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、申立人が昭和 55 年４月から同年６月

までの国民年金保険料を納付したことは確認できるものの、55 年４月から 58

年６月までは、厚生年金保険加入期間であり、この期間を国民年金保険料納

付済期間とすることはできないことから、申立期間の国民年金保険料が還付

されていることについて不自然さは見られず、申立人の還付整理簿の当該期

間の還付に係わる記載内容に不合理な点は無いとして、既に当委員会の決定

に基づく平成 21 年９年 16 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

申立期間②に係わる申立てについては､申立人が昭和 58 年 10 月に資格喪失

届を行ったものとうかがわれ、前回再申立てにおいて、申立人は、申立期間

の保険料の納付を示す新たな資料として、「設立開始届出４月１日予定」と

書かれた会社設立の議事録、59 年３月から同年５月までの給与明細、「納

付」と書かれてある申立人所持の個人用の手帳を提出したが、上記資料から



                      

  

は申立人が 58 年 10 月に国民年金の喪失届を行わずに申立期間の保険料の納

付を行っていたことをうかがわせる記載は見当たらず、その他に委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから､申立人は、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできないとして、既

に当委員会の決定に基づく平成 20 年 11 月 12 日付け及び 21 年９年 16 日付け

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立期間①は再申立て、申立期間②は再々申立であるが、今回申立てにお

いて申立人から新たな資料の提出が無く､また、口頭意見陳述においても新た

な証言等が無く、その他に委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たら

ないことから、申立人が、申立期間①の国民年金保険料を還付されていない

ものと認めることはできず、また、申立期間②の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8219   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和54年11月から55年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年11月から55年４月まで              

    私は、昭和54年11月に退職し、国民年金の加入手続を区の出張所で行い、

国民年金保険料は妻が納付してくれていた。申立期間が未加入で保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、保険料の納付に関与してお

らず、申立人の保険料を納付したとする妻は保険料の納付時期、納付方法及

び納付金額についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和54年11月の退職時点で厚生年金保険加入期間が20年

以上あり、年金受給資格があることから、国民年金に加入する場合には任意

加入適用となり、申立人が所持する国民年金手帳及びオンライン記録により、

申立人は、55年５月19日に任意加入していることが確認でき、申立期間は任

意加入前の未加入期間であるため、保険料を納付することができないなど、

申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付されていたものと認める

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8220   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年８月から 47 年 12 月までの期間、52 年 10 月から 55 年

８月までの期間及び 57 年２月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月から 47年 12月まで 

② 昭和 52年 10月から 55年８月まで 

③ 昭和 57年２月から 58年３月まで 

私は昭和 46 年８月から、会社を辞める度にすぐに国民年金に加入し、自

宅に届いた納付書で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、申立期間の保険料の納付方法、

保険料額等の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間当時に保険料を納付していたと主張しているが、

手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間

後の昭和 59 年２月ごろに払い出されていることが確認でき、当該払出時点で

は、申立期間①及び②の保険料は時効により納付することができず、申立期

間③の保険料は過年度納付となるものの、申立人はさかのぼって納付した記

憶は無いと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を受領、所持した記

憶は無いと説明しており、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8221   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月から５年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、母親が国民年金の加入手

続を行い、保険料を納付してくれていたと主張するが、母親は、申立人の国

民年金の加入手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である。     

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、厚生

年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番された平成９年１月時点では、

申立期間は未加入期間であり、保険料を納付できない期間であるなど、申立

人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8222    

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年９月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年９月から同年 12月まで 

    私は、会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付していた。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、厚生

年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番された平成９年１月時点では、

申立期間は未加入期間であり、保険料を納付できない期間であるなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

さらに、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳を受領、所持していた記

憶は無く、国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8223  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成元年３月まで 

私の国民年金保険料は、私が厚生年金保険に加入する前に、母が 20 歳時

までさかのぼって納付していたと母から聞いていた。申立期間が未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとする母親は、

当時の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、オンライン記録により、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期

間後の平成３年 12 月に払い出されていることが確認でき、申立期間は当該時

点で未加入期間とされていることから、保険料を納付できない期間であるな

ど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、上記の国民年金手帳以外に別の手帳を受領、所持した

記憶は無いなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8224  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 46年３月まで 

私は、昭和 44 年３月に上京し、申立期間は美容院に住み込みで勤務し、

国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期、加入場

所及び当時行われていた印紙検認による保険料の納付方法等に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、納付したとする金額も申立期間の保険料額と大きく相違してい

る。 

また、申立人は昭和 44 年３月に上京したと説明しているが、申立人の国民

年金手帳の記号番号は、申立期間後の 47 年１月に申立人が上京する前に居住

していた市で払い出されていることが確認でき、上京したとする 44 年３月当

時、申立人は住所変更手続を行っていなかったと考えられ、申立人は上京し

てからは当該市に戻ったことはないと説明していることから、上京後に当該

市で印紙検認による保険料の納付はできなかったと考えられる。 

さらに、申立人の手帳記号番号払出時点では、申立期間のうち、昭和 44 年

９月までの保険料は時効により納付することができず、同年 10 月以降の保険

料は過年度保険料となるが、申立人は申立期間の保険料をさかのぼって納付

した記憶は無いなど、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

加えて、上京前の居住地の市の手帳記号番号払出簿には「新」と記載され

ており、昭和 47 年１月以前に別の国民年金手帳の記号番号が払い出されてい



                      

  

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8226 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年４月から 12 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年４月から 12年２月まで 

私の母は、私の平成 11 年度分の国民年金保険料の免除申請手続を失念し

たことから、12 年３月以降に、申立期間の国民年金保険料を分割して納付

してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   また、申立人の母親は、申立人の平成 11 年度 12 か月分の保険料を居住し

ている区が発行した納付書により、平成 12 年３月以降、毎月納付したと主張

しているが、オンライン記録から、申立期間直後の 12 年３月分は同年４月

28 日に免除申請が行われたことにより申請免除期間とされていること、申立

期間の保険料は同年５月以降、過年度保険料となるが、区では、専ら現年度

保険料の納付書を発行しており、過年度保険料の納付書を発行していないこ

となど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年９月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 46年３月まで 

    私の義父又は夫は、私の国民年金の加入手続をしてくれ、私又は夫が夫

婦二人分の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続に

関与しておらず、加入手続を行ったとする義父及び夫から当時の状況等を聴

取することができないため、加入手続等の状況が不明であり、申立人は自身

で保険料の納付を開始した時期についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 46 年９月ご

ろに払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料は過年度保険料と

なるが、申立人は、保険料をさかのぼって納付した記憶が曖昧
あいまい

であること、

保険料をさかのぼって納付したと夫から聞いたことが無いとしていることな

ど、申立人及びその夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8228 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年８月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 54年３月まで 

私の父は、私が 20 歳の時に国民年金の加入手続をしてくれ、婚姻するま

での国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間当時同居し、申立人と同様に家業に従事してい

た姉の 20 歳からの保険料が納付済みであることから、父親は、申立人の保険

料も納付してくれたはずであると主張しているが、姉の国民年金手帳の記号

番号は、20 歳当初に払い出されているのに対し、申立人が現在所持する年金

手帳に記載されている国民年金の記号番号は、申立期間後の昭和 54 年８月に

払い出されており、申立人は、当該手帳のほかに手帳を所持した記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情はないこと、申立人は、父親から保険料をさかのぼって

納付したと聞いたことは無いとしていることなど、申立人の父親が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8229 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年６月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 50年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続をしてくれ、国民

年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、20 歳になった時に父親が国民年金の加入手続をし、保険

料を納付してくれたと主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

申立期間後の昭和 51 年１月に払い出され、50 年４月以降の現年度保険料が

納付されており、申立人は、父親から保険料をさかのぼって納付したとは聞

いたことが無いとしていること、申立人は、現在所持する年金手帳のほかに

手帳を所持した記憶がないとしており、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらないこと、父親が記帳してい

たとする申立期間当時の現金出納帳に記載されている保険料額は２人分であ

るとしていることから、両親のみの保険料と思われることなど、申立人の父

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8230 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 12 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月から 51年３月まで 

私の妻は、私が自営業を始めた昭和47年の秋に自分の国民年金の加入手

続とともに私の国民年金の被保険者資格の再取得手続を行い、国民年金保

険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人の妻は、昭和47年９月に申立人の

国民年金の被保険者資格の再取得手続及び自身の国民年金の加入手続を行っ

たとしているが、妻が加入手続後に受け取ったとするオレンジ色の年金手帳

は、49年11月以降に発行、使用されていたものである。 

また、申立人及びその妻が当時居住していた区の被保険者名簿には、申立

人の被保険者資格の再取得届及び妻の新規資格取得届は、いずれも申立期間

後の52年11月21日に受け付けられた記載があり、妻の国民年金手帳の記号番

号は同月に払い出されていること、申立期間のうち、50年10月から51年３月

までの保険料が納付可能な期間を経過した後に納付されたために還付された

ことが還付整理簿から確認できること、申立期間当時に申立人に別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、

申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年１月から３年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年 11月まで 

私は、結婚した平成３年 12 月に、区役所で国民年金の加入手続を行った

際、結婚前の期間の国民年金保険料が未納であると説明を受けたため、保

険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及び申立人の国民年金の加入手続

及び保険料の納付に同行したとする夫は、納付した保険料額の記憶が曖昧
あいまい

で

ある。 

また、申立人は、婚姻した平成３年 12 月に国民年金の加入手続を行ったと

説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、６年１月ごろに払い

出されており、当該払出時点では、申立期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間である。 

さらに、申立人は、現在所持している年金手帳のほかに手帳を所持してい

たことはないと説明しており、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 

私は、昭和 55 年３月に会社を退職後、国民年金の加入手続をし、切れ間

なく国民年金保険料を納付していたと思っていた。申立期間が国民年金に

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

金額、納付手続等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の国民年金の記録欄の二段目には、

被保険者となった日は昭和 55 年４月１日と、被保険者でなくなった日は 56

年４月１日と記載されており、申立期間は再加入前の未加入期間であり、保

険料を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8236 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年９月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 41年９月から 48年３月まで 

私は、勧誘員に国民年金の加入を強く勧められ、役場で国民年金の加入

手続をし、国民年金保険料は、自身で納付し、結婚後は私が夫婦二人分の

保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の現年度分の国民年

金保険料を納付書で納付したと説明しているが、申立人が当時居住していた

町において、納付書制度が実施されたのは、昭和 46 年 10 月からであり、申

立期間の過半の納付方法は、印紙検認方式であったこと、申立人は印紙検認

方式よる保険料の納付の記憶が無く、申立人が一緒に保険料を納付していた

とする申立人の夫は、申立期間の過半の保険料が未納となっていることなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間直後の昭和 48 年４月

に払い出されており、申立期間の大半は時効により保険料を納付することが

できない期間である上、申立人は、さかのぼって保険料を納付した記憶が無

いと説明している。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したものと認めることは

できない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 10 月から 46 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 46年２月まで 

私の両親は、私が 20 歳のころに私の国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付してくれていた。大学在学中に保険料を納付し

ていると言われたことを憶
おぼ

えている。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする両親から納

付状況を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間直後の厚生年金保険

加入期間（14か月）の後の昭和47年６月に払い出されており、申立人が所持

する国民年金手帳には、「昭和47年６月26日」発行と押印され、申立人は、

両親はさかのぼって保険料を納付していないと思うと説明しているほか、現

在所持する年金手帳以外の手帳を両親から受け取っていないと思うと説明し

ているなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらず、申立人の両親が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8241（事案 5188の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から同年５月まで 

  私は、同じ社宅に住んでいた友人２名と一緒に国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で、保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

は、申立期間の保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間直後の昭和

43 年６月に任意加入しており、制度上、申立期間の保険料はさかのぼって納

付することができないこと、また、申立人が一緒に国民年金に加入したとす

る友人２名の国民年金手帳の記号番号の払出しはそれぞれ、43 年１月、42 年

11 月と申立人と大きく離れており、３名とも払出時期が異なっていることな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらないとして既に当委員会の決定に基づき平成 21 年８月５日付けで

年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

申立人は、友人１名から申立人を含む友人３名が区役所に一緒に行って同

時に国民年金の加入手続を行った旨の証言が得られると主張するが、友人か

らは、申立人と一緒に加入手続を行ったという証言は得られたものの、加入

手続の時期、場所、保険料の納付時期、納付場所、納付金額等、申立期間の

保険料納付を裏付ける証言が得られないことから、これは委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情とは認められず、友人のうち１名は、一緒に国民

年金に加入したとする昭和 43 年１月よりも前の 42 年 11 月に既に加入してお

り、その後の保険料を納付しているなど、委員会の当初の決定を変更すべき

 



                      

  

新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8242 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から同年 12 月までの期間及び 40 年４月から 42 年

３月までの期間の国民年金保険料については、現年度保険料として納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年 12月まで 

② 昭和 40年４月から 42年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、特例納付で納付したと記録されてい

るが、申立期間は、自宅で集金人に保険料を納付していたはずである。申

立期間が未納期間の保険料を特例納付したものとされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付額、

納付頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間①については、申立人は、自宅で集金人に保険料を納付し

ていた記憶しか無いと説明しているが、申立人及びその夫が当時居住してい

た区では、集金人による保険料の収納は申立期間①よりも後の昭和 37 年４月

から実施されている上、申立期間②については、オンライン記録によると、

申立人の夫も申立人と同様に、第３回特例納付で当該期間の保険料を納付し

ていることが確認できる。 

さらに、申立人及びその夫は、第３回特例納付により昭和 55 年６月に、申

立人は 132 か月分、夫は 128 か月分の保険料を納付しており、これは当該特

例納付をしなければ、60 歳到達時まで保険料を納付したとしても年金の受給

資格期間 300 か月を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要

となる納付月数を考慮して特例納付したものと考えられるなど、申立期間の

保険料を特例納付する前に既に納付していたことをうかがわせる周辺事情も



                      

  

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を現年度保険料として納付して

いたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8243 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年６月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年６月から同年 10月まで 

    私は、昭和 51 年６月に会社を退職後すぐに、区役所又は区出張所で国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付時期、

納付額及び納付場所の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の所持する国民年金手帳

から、申立人は申立期間直後の昭和 51 年 11 月に任意加入していることが確

認できることから、申立期間は、制度上、さかのぼって保険料を納付するこ

とができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8244 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 60年３月まで 

    私は学生だった昭和 57 年当時、「国民年金は 20 歳から」と記載された

ハガキを受け取り、両親が加入手続を行い、国民年金保険料を納付してく

れていた。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及び申立人の母親は申立期間

の納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人には、当時居住していた

区及び所轄社会保険事務所（当時）において、国民年金手帳の記号番号が払

い出された記録が無く、申立期間は未加入期間であるため、保険料を納付す

ることができなかった期間であると考えられるなど、両親が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8245 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年５月から 46 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年５月から 46年２月まで 

    私の父は、私が短大を卒業した年の昭和 42 年５月ごろ、私の国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納めてくれていた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。                 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間当時、自身の国民年金手帳を父親から手渡され

た記憶、あるいは見た記憶は無いと説明している上、申立人には、基礎年金

番号として付番されている厚生年金保険の記号番号以外に国民年金手帳の記

号番号が払い出された記録は無く、申立人の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないなど、父親が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8246（事案 1506の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 52年３月まで 

私は、夫婦二人分の国民年金保険料を区出張所で納付してきた。保険料

を未納にしたことは絶対にないため、申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、

申立人が一緒に保険料を納付してきたとする夫も、当該期間の自身の保険料

が未納となっているなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年

10月 22日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、前回の審議結果に納得がいかないとしているが、申立人からは、

新たな関連資料、参考情報等の提出は無く、申立人は、申立期間の保険料額

の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8247（事案 1500の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 52年３月まで 

私の妻は、夫婦二人分の国民年金保険料を区出張所で納付してきた。妻

が保険料を未納にしたことは絶対にないため、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の妻が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ま

た、夫婦二人分の保険料を納付してきたとする妻も、当該期間の自身の保険

料が未納となっているなど、妻が申立人の当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に

基づく平成 20 年 10 月 22 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立人は、前回の審議結果に納得がいかないとしているが、申立人からは、

新たな関連資料、参考情報等の提出は無く、保険料を納付していたとする妻

は、申立期間の保険料額の記憶が曖昧
あいまい

である上、委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8250                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月から３年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、20 歳からの国民年金保険料

を納付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入とされ、

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続及び保

険料の納付をしていたとする母親は、申立人の国民年金の加入手続の場所、

加入時期、保険料の納付場所及び保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成４年４月ご

ろに払い出されており、当該払出時点では、大学生が強制被保険者となった

３年４月以後の保険料は納付することが可能であったが、申立期間は、国民

年金に加入していない未加入期間であり、保険料をさかのぼって納付するこ

とができない期間であるほか、申立期間当時大学生であった申立人の兄も、

申立期間は国民年金に未加入であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8251                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年 10 月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月から 56年３月まで 

私は、昭和 54 年 10 月ごろ、母に勧められ市役所で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料をまとめて納付したはずである。申立期間が国民

年金に未加入とされ、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、母親から資金の援助を受けて

国民年金保険料を納付したと説明しているが、申立期間の保険料を納付した

時期に関する記憶が曖昧
あいまい

であるほか、その母親も申立人に資金を援助した記

憶が定かでないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、昭和 54 年 10 月ごろ母に勧められて国民年金の加入手続

を行ったと主張しているが、 申立人が国民年金に任意加入したのは 57 年７

月であり、申立期間当時に別の手帳を所持していたことに関する記憶が曖昧
あいまい

であり、54 年 10 月に払い出されている母親の国民年金手帳記号番号の前後

のそれぞれの相当数について確認したが、申立人の記号番号は確認できなか

ったなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 54 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

重複納付していたものと認めることはできない。 

また、昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、還付

されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 54年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 54年７月から同年９月まで              

    私の夫は、申立期間①は昭和 54 年４月初めまで居住していた区で発行

された納付書で国民年金保険料を納付したはずであり、申立期間②は同年

４月以降に転居した区で発行された納付書で保険料を納付した。その後、

転居した区から昭和 54 年４月から同年９月までの手書の納付書が送られて

きたので、この保険料も納付した。申立期間①は保険料を重複納付してい

るのに保険料を還付されていないこと、申立期間②は保険料が還付済みと

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の夫が国民年金保険料を重複納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の夫は、昭和

54 年４月に転居した後、転居先の区役所で保険料の納付書を受領し 54 年４

月から同年９月までの保険料を納付していることは確認できるが、転居前の

区で当該期間の保険料の納付書を受け取った記憶及び保険料を納付した記憶

は曖昧
あいまい

であり、夫が当該期間の保険料を重複納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間②については、還付整理簿には、還付対象期間、還付金額、

還付事由、還付決議日、還付支払日等が明確に記載されており、還付対象期

間は当該期間と一致し、還付金額も申立期間の保険料額と一致するなど、こ

の記載内容に不合理な点は無く、還付決議は、保険料の重複納付日である 54



                      

  

年 11 月 19 日に近接した 55 年４月 26 日に行われており、当該期間の保険料

の還付に関する事務処理は適切に行われたものと認められるなど、申立人に

対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 54 年４月から

同年６月までの国民年金保険料については、重複納付していたものと認める

ことはできない。 

また、昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、還付

されていないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準賞与額に係る記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

    申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与につい

て、誤って届出を行っていなかった。申立期間の賞与について、年金給付に反映され

るよう記録を訂正してほしい。 

                                    

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社から提出された「12 月賞与支給明細表」により、申立人は、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人は、平成 17 年 12 月 21 日にＡ社の厚生年

金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる。  

また、厚生年金保険法第 19 条第１項において、「被保険者期間を計算する場合には、

月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで

をこれに算入する。」とされており、同法第 81 条第２項において、「保険料は、被保

険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされている。 

これらを総合的に判断すると、平成 17年 12月は、申立人が厚生年金保険の被保険者

とはならない月であり、当該月に支給された賞与については、保険料の徴収の対象とは

ならないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準賞与額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和29年３月１日から同年７月28日まで 

             ② 昭和31年２月20日から35年４月11日まで 

平成 21 年の秋に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の受

給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶がないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとする昭和 35 年

８月 30日の直前の同年６月 16日に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月

額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されている上、

申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約４か月半後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間である２

回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保険者

期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと

考えるのが自然である上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年２月１日から30年６月26日まで 

64 歳の時に、社会保険事務所（当時）で、申立期間の記録が無いと言われたが、

何も教えてくれず、どうすることもできなかった。その後、何年もかかって脱退手当

金が支給されていることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職して１か月後には、別会社に就職したので、脱退

手当金の手続をしていないのは覚えている。年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給月数、支給金額及び支給

年月日が記載されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 30年７月 25日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年１月16日から同年10月１日まで 

             ② 昭和33年10月 11日から43年３月16日まで 

年金の裁定請求をする時に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手

当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性のうち、申

立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 43年３月 16日の前後１年以内に資

格喪失した者 23 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、15 名に脱退手当金の支

給記録が確認でき、12 名が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなさ

れている上、当該支給決定の記録がある者のうち１名は、事業所が脱退手当金の請求手

続をした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理

請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間②に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 43年６月 14日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11420 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和34年４月１日から40年12月20日まで 

             ② 昭和41年12月 12日から42年２月21日まで 

             ③ 昭和42年２月27日から同年９月26日まで 

申立期間後に再就職した時に、申立期間について脱退手当金の支給記録があること

を知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の請求書類とし

て提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をするこ

ととされており、申立人が現在も所持している厚生年金保険被保険者証には、当該表示

が確認できることを踏まえると、申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求された

ものとは認め難い。 

また、申立人の申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 43年１月 27日に支給決定されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年10月11日から43年２月２日まで 

             ② 昭和43年３月１日から44年11月30日まで 

             ③ 昭和45年３月15日から同年10月18日まで 

60 歳の時に、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記

録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職する時には、脱退手当金の説明は無く、脱退手当

金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取

り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書には、申立

人の署名及び押印が確認でき、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考

えられる。 

また、申立人の申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年６月１日から同年７月１日まで 

Ａ社Ｂ工場で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に勤務

していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「正社員として雇用した場合、必ず人事記録を作成し、保存しているが、申

立人に係る人事記録の確認ができないため在籍を証明することができない。」と回答し

ている。 

しかし、申立人がＡ社Ｂ工場を退職した後に勤務していたＣ社から提出された人事記

録及び申立人の履歴書（昭和 36 年７月 29 日現在）から、申立人は昭和 36 年５月にＣ

社を家事都合により退職した後、同年７月に臨時工としてＡ社に入社したことが確認で

き、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、同年７月から同社の厚生年金保険被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

また、Ａ社は、当時の臨時社員における厚生年金保険の取扱いについては、「当時の

資料は無いが、勤務時間、勤務日数に応じて加入させていたと思う。厚生年金保険に加

入させていない期間については、給料から保険料の控除はしていない。」としている。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に勤務していた従業員に、申立人の勤務状況について照会した結

果、申立人のことを記憶している従業員はいない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11429 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年10月１日から５年10月26日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、給与の報酬額と相違しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５

年 10 月 26 日）の後の平成５年 11 月４日付けで、申立人の申立期間の標準報酬月額は、

さかのぼって53万円から８万円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は申立期間及び上記処理日に同社の代

表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社の社会保険の手続は経理部長に任せていた。」と主張してい

るところ、同社の複数の従業員は「経理部長は申立人に確認して業務を行っていた。」

と供述している。 

さらに、申立人は「Ａ社は社会保険料の滞納があり、自分が二度、社会保険事務所

（当時）へ滞納納付期日延長の相談に行ったことがある。また、経理部長から滞納保険

料の支払を楽にする手続をしたとの報告を受けた。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効を主張することは信義則

上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11430 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 25 年４月から 30 年４月までの期間及び 34 年から

36 年 10 月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成７年４月１日から９年２月 28 日までの期間における厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和25年４月から30年４月まで 

             ② 昭和34年から36年10月１日まで 

             ③ 平成７年４月１日から９年２月28日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間②

の加入記録が無いので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

また、Ｃ社の代表取締役として勤務した期間のうち申立期間③の厚生年金保険の標

準報酬月額が実際の給与の報酬額と相違しているので正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社の申立期間①当時に勤務していた複数の従業員の供述

から判断すると、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、同社が

厚生年金保険の適用事業所になったのは昭和 30年 11月１日であり、申立期間①は適

用事業所となっていない。 

また、Ａ社の事業主は当時の資料を保管していないため、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することはできない。 

さらに、Ａ社が適用事業所になった日に資格取得した 49 人の従業員のうち、回答

が得られた４人が、「同社が適用事業所になる前から勤務していたが、保険料控除を

確認できる資料を保有していない。」と供述している。 

  申立期間②については、Ｂ社の申立期間②当時に勤務していた従業員の供述から判



                      

  

断すると、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事

業所になったのは昭和 36年 10月１日であり、申立期間②は適用事業所となっていな

い。 

また、Ｂ社の事業主は当時の資料を保管していないため、申立人の勤務の実態や厚

生年金保険料の控除について確認することはできない。 

さらに、Ｂ社が適用事業所になった日に資格取得した 11 人の従業員のうち、回答

が得られた一人が、「同社が適用事業所になる前から勤務していたが、保険料控除を

確認できる資料を保有していない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、申立人が提出した申立期間③の給与明細書により、申立人

が主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いたことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った平成９年２月 28日より後の同年３月 28日付けで、申立人の同社における標準報

酬月額は、さかのぼって７年４月から９年１月までの期間、59 万円から 20 万円に減

額訂正処理されていることが確認できる。 

さらに、Ｃ社において、申立人を含む 31 人の従業員の標準報酬月額が、さかのぼ

って減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ｃ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間及び上記処理日に代表

取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「当時、厚生年金保険料の滞納があり、平成８年暮れごろに社会

保険事務所（当時）に行った際に、当時の徴収課長から厳しい指導を受けた。」と供

述し、会社の資金繰りが苦しくなっていたことを認識しており、Ｄ健康保険組合から

提出された「平成８年度滞納処分票」から、Ｃ社が、当該健康保険組合の保険料を滞

納していたことが確認できる 

なお、申立人は、当該減額訂正処理には関知しておらず、代表者印の管理について

も、当時の経理課長に預けていたので減額訂正の届出は経理課長が行った旨供述して

いるところ、経理課長は、「代表者印は申立人が保管しており、私が管理したことは

ない。また、減額訂正の届出を自分が行ったかどうかは分からない。」と供述してい

る。 

さらに、Ｃ社の複数の従業員は、通常業務においての同社の業務執行に関する決定

は代表取締役である申立人が行っていた旨供述している。 

このため、申立人がＣ社の代表取締役として、申立人を含む 31 人の標準報酬月額



                      

  

の引下げについての届出事務の権限を有していたものと考えるのが相当である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主張すること

は信義則上許されず、申立期間③における標準報酬月額に係る記録訂正を認めること

はできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和10年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和45年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時

の日記の記述から、昭和 45年３月 31日付けで同社を退職したのは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当時の日記の記述から、昭和 45年３月 31日までＡ社に勤務し、厚生年金

保険に加入していたと主張している。 

しかし、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録では、同社離職日は昭和 45 年３月

30日と記録され、オンライン記録と符合している。 

また、Ｂ企業年金基金より提出された厚生年金基金加入員資格喪失届には、申立人の

資格喪失日は昭和45年３月31日と記載され、オンライン記録と一致している。 

さらに、申立期間当時、Ａ社で給与計算を担当していた従業員は、「退職日が月末と

なる従業員は、退職日を月末日の１日前とし、厚生年金保険被保険者資格喪失日を月末

日とすることもあった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年６月から39年12月まで  

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間について継続

して勤務していたので厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の経理担当者の供述により、勤務期間を特定することはできないが、申立人は、

申立期間当時、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 39 年８月３日であり、申立期間のうち 38 年６月から 39 年８月

２日までは適用事業所となっていない。 

また、Ａ社の経理担当者は、「申立期間当時は、厚生年金保険の適用事業所となっ

たばかりで、従業員の加入については勤務状況に応じ判断しており、申立人については、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 38 年８月３日には加入させていなかっ

た。」と供述している。 

さらに、申立人及び経理担当者は、申立期間当時の従業員数を約７人であったとし

ているが、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業

所となった昭和 38 年８月に被保険者資格を取得した従業員数は５人であり、申立人及

び同僚一人の氏名が無いことから、同社では一部の従業員を厚生年金保険に加入させて

いなかったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所になっておらず、事業主は死亡し

ていることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11434                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年11月ごろから44年11月ごろまで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

た同僚には、厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び複数の同僚から、申立人が同社に勤務していた旨の供述が得られる

ものの、勤務期間について明確ではなく、厚生年金保険料の控除をうかがわせる供述も

得ることができない。 

また、Ａ社の複数の従業員は、厚生年金保険被保険者証を入社後に同社から受け取っ

ているとしているが、申立人は、厚生年金保険被保険者証を同社から受け取った記憶が

無く、加入手続をしてもらった記憶も無い旨を供述している。 

さらに、Ａ社の事業主は、申立期間当時の関係資料は無く、当時、同社の社会保険関

係事務を委託していた会計事務所は既に廃業していると供述しており、申立人の厚生年

金保険の加入状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間及びその前後

の期間の被保険者整理番号に欠番は無く、訂正等の不自然な記載は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11435                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年４月16日から41年２月１日まで 

             ② 昭和41年10月 25日から42年４月１日まで 

    Ａ社及びＢ社に勤めていた各申立期間の厚生年金保険の記録が無い。当該期間を正

しい加入記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立期間を含めてＡ社に勤務していたと申し立てて

いる。 

しかしながら、Ａ社の従業員の供述から、申立人が同社に厚生年金保険の被保険者資

格を取得した昭和 41 年２月１日より以前から勤務していたことはうかがえるが、入社

日を特定することはできない。    

また、申立人が入社したとする１か月前の昭和 40 年３月にＡ社に入社したとする従

業員は、同社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、申立人と同日

の41年２月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、同社は昭和

41 年 10 月 25 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主の所在が不

明であることから、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、訂正等の不自然な記載は見当た

らない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間を含めてＢ社に勤務していたと申し立てて

いる。 

しかしながら、Ｂ社の従業員の供述から、申立人が同社に厚生年金保険の被保険者資

格を取得した昭和 42 年４月１日より前から勤務していたことはうかがえるが、入社日



                      

  

を特定することはできない。          

また、申立人は、Ａ社の上司の勧めで、その者と一緒にＢ社に入社したと供述してい

るところ、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、当該上司も

申立人と同日の昭和 42 年４月１日に、同社において厚生年金保険の被保険者資格を取

得したことが確認できる。 

さらに、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、同社は昭和

48 年９月 12 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主の所在が不明

であることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。                 

 加えて、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿において、訂正等の不自然な記載は見当た

らない。 

 このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月１日から43年７月31日まで 

Ａ社（後に、Ｂ社。現在は、Ｃ社）に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に同社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元上司の供述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人が、

昭和41年４月１日に同社に入社していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社（後に、Ｂ社）が厚生年金保険の適用

事業所となったのは、昭和 61 年４月１日であり、申立期間はＡ社が適用事業所となっ

ていない期間である。 

また、上記の元上司は、申立期間当時、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所になってお

らず、給与からの厚生年金保険料の控除について記憶がないと供述している。 

さらに、Ｃ社の事業主によると、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しており、自分自身

は申立期間には、Ａ社に入社していなかったので、申立人の同社における勤務状況や厚

生年金保険の加入状況について不明であると供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年３月31日から28年６月１日まで 

厚生年金保険の加入記録によると、Ａ社で勤務した申立期間の加入記録が無い。同

社には、昭和 27年３月 31日に入社したので、申立期間も厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主が保管している社会保険被保険者台帳によれば、申立人の入社日は昭和

27年３月 29日、退職日は 45年３月 25日と記録されていることから、申立人は申立期

間において同社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、雇用保険の加入記録では、申立人は昭和 28 年６月１日から 45 年３月 25 日

まで加入していたと記録されており、厚生年金保険の加入記録と一致する上、事業主が

保管していた上記台帳でも「健保・年金の資格取得年月日」の日付がオンライン記録と

一致していることが確認できる。 

また、Ａ社は平成 15年 10月＊日に解散しており、解散当時の事業主は、申立期間当

時は、社会保険の加入条件を設けていたとしており、申立人は中学卒業後すぐに入社し

たので、一定の期間は社会保険に加入しなかったと思われるとしている。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が適用事業所となっ

た昭和 25年 12月１日から 31年２月までの資格取得者 49人のうち、連絡先の判明した

11 人に照会したところ、回答のあった６人全員の入社日と資格取得日が一致していな

いことが確認できる。 

加えて、上記の６人のうち２人は、申立期間当時の厚生年金保険の加入状況について、

入社と同時には厚生年金保険には加入していなかった、中卒で入社した人はすぐには厚

生年金保険に加入していなかったとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年12月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、申立期間前の標準報酬月額と比べて低い額になっている。そのため、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間の標準報酬月額については、当初、平成７年４月

から同年９月までは 41万円、７年 10月から８年11月までは 30万円と記録されていた

ところ、Ａ社が適用事業所でなくなった８年 12 月１日の後の同年 12 月 27 日付けで、

さかのぼって9万8,000円に引き下げられていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は同社が適用事業所でなくなった

当時の代表取締役であることが確認できる上、滞納処分票によれば、同社が平成８年６

月ごろから社会保険料を滞納していたため、申立人が滞納保険料を３回に分けて社会保

険事務所（当時）の窓口で納付していることから、申立人は同社の社会保険手続の当事

者であることが確認でき、さらに、滞納処分票から、申立人自身が同年 12月 27日付け

の同社が適用事業所でなくなった旨の処理及び遡及
そきゅう

訂正処理に関与していたことがう

かがえる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正を有効なものでないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年５月19日から同年12月17日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では薬剤師として

パート勤務したが、厚生年金保険への加入を申し入れ、給与から厚生年金保険料が控

除されていたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      Ａ社の申立期間当時の薬局長は、申立人が同社に勤務していたことを記憶している

ことから、勤務期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、Ａ社の事業主は、「申立人が勤務していたことを記憶していない。申立期間

当時、当社では正社員のみを厚生年金保険に加入させており、パートについては、厚生

年金保険に加入させていなかった。また、申立期間当時の人事給与の関係資料は、平成

19年の事務所移転時に廃棄したため、保管していない。」と回答している。 

また、Ａ社は政府管掌健康保険に加入しているところ、申立人は、「申立期間当時、

同社から健康保険被保険者証を受け取った覚えが無い。」と回答している。 

さらに、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、申立人は控除されていたと主張しているが、これを確認できる関連資料は無く、

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年４月１日から25年４月１日まで 

Ａ社（現在はＣ社）Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間に勤務した証明として、履歴簿を提出するので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人及びＣ社が提出した履歴簿により、申立人が申立期間に

Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしＡ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同社の新規適用年

月日の記載が無いが、同名簿の健康保険番号１番から 30 番までの従業員に係る厚生年

金保険の資格取得日は、申立人と同じ昭和 25 年４月１日と記録されていることが確認

でき、同日より前に被保険者資格を取得している記録が確認できないことから、同社は

申立期間において、適用事業所ではなかったことが推認できる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及び厚生年金保険被保険者台帳索引票

によると、申立人の厚生年金保険の資格取得日は、昭和 25 年４月１日と記載されてい

ることが確認できる。 

さらに、Ｃ社の人事部長は、「申立人の履歴簿により申立期間の勤務が確認できるも

のの、申立期間当時のＡ社の厚生年金保険の取扱いについては不明。」と回答している

ことから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

加えて、上記被保険者名簿から、昭和 25 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得していることが確認できる従業員２名は、「昭和 25 年４月１日より前からＡ社

に入社し、その期間は健康保険被保険者証が無かったことから厚生年金保険料の控除は

考えられない。」と回答している。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11444（事案5713の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年11月１日から16年２月12日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している旨を第三者委員会に

申し立てたが、同委員会から、申立人は、同社の代表取締役として、自らの標準報酬

月額に係る減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではないと主張すること

は信義則上許されないなどの理由で、記録訂正できないと回答があった。 

しかし、新たな資料等は無いが、回答には、私が供述していないにもかかわらず、

社会保険事務所（当時）の職員から、「給与を 10 万円に落とせば、一つ方法があ

る。」と言われたと供述している旨記載され、また、同意できないから申立てをして

いるのに「標準報酬月額に係る減額処理に同意しながら」と記載されていることに納

得がいかないので、再度調査をして標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、Ａ社における社会保険事務に関与して

いたものと認められ、同社の代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る減額処理に

同意しながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申

立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできないとして、

既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 12 月 16 日付け年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

しかし、申立人は、新たな資料等は無いが、通知文には、自身が供述していないにも

かかわらず、社会保険事務所の職員から、「給与を 10 万円に落とせば、一つ方法があ

る。」と言われたと供述している旨記載され、また、同意していないにも関わらず「標

準報酬月額に係る減額処理に同意しながら」と記載されているので、再度調査をして標

準報酬月額を訂正してほしいとしている。 



                      

  

しかし、申立人が社会保険事務所の職員から「給与を 10 万円に落とせば、一つ方法

がある。」と言われたとの供述については、平成 21 年 10 月 22 日付けの申立人と当委

員会の担当調査員との間の電話による応答記録において、申立人が上記のとおり供述し

た旨の記録が確認できる。 

また、「標準報酬月額に係る減額処理に同意しながら」との記載については、上記の

記録及びＡ社に係る滞納処分票において、申立人が複数回にわたり滞納保険料の処理に

ついて社会保険事務所と協議を行った旨の記載があることから、申立人は、同社におけ

る厚生年金保険関係事務に関与していたものと認められ、当該期間に係る標準報酬月額

の減額訂正処理について同意していたものと考えるのが自然である。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人の厚生年金保険料の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11445                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年８月から40年２月まで 

             ② 昭和40年２月から同年７月まで 

             ③ 昭和40年７月から同年12月31日まで 

             ④ 昭和41年１月から同年６月まで 

⑤ 昭和41年７月から同年10月31日まで 

⑥ 昭和41年11月から42年３月30日まで 

⑦ 昭和42年４月から同年10月13日まで 

⑧ 昭和43年３月１日から同年３月31日まで 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社、Ｆ社及びＧ社に勤務した各申立期間の加入記録が

無い。それぞれの会社に勤務していたことは確かであり、厚生年金保険料が給与から

控除されていたはずなので、当該期間について厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は厚

生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、当該事業所を管轄する法務局及び関係団体に照会したが、Ａ社の所在地を特定する

ことができない。 

なお、申立人は元代表者及び同僚の氏名を覚えていないため、当該元代表者等から申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

申立期間②については、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から複数の従業員に照会したが、

申立人を記憶する者はおらず、申立人の勤務実態を確認することができない。 

また、Ｂ社は、当時の資料を保存していないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の

取扱いについては不明と回答している。 



                      

  

   申立期間③については、オンライン記録によると、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、当該事業所を管轄する法務局及び関係団体に照会したが、Ｃ社の所在地を特定する

ことができない。 

なお、申立人は元代表者及び同僚の氏名を覚えていないため、当該代表者等から申立人の

勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

申立期間④については、オンライン記録によると、Ｄ社は厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、Ｄ社の元事業主の妻は、「当時の資料は残っておらず、記憶もはっきりしないため、

申立人のことは知らない。同社が適用事業所であったか否かについても分からない。」旨供

述している。 

なお、申立人は同僚の氏名を覚えていないため、当該同僚から申立人の勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

申立期間⑤については、オンライン記録によると、申立人の記憶するＨ区では、Ｅ社は厚

生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、当該事業所を管轄する法務局に照会したが、Ｅ社の所在地を特定することができな

い。 

そこで、申立人の記憶する所在地とは異なるが、申立期間⑤当時、Ｉ区で適用事業所とし

ての記録があるＪ社の複数の従業員に照会したが、申立人を記憶する者はおらず、同社に係

る被保険者名簿にも申立人の記録は無く、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができなかった。 

申立期間⑥については、Ｆ社に係る事業所別被保険者名簿から、住所が確認できる従業員

に照会したが、回答は無く、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことができない。 

また、Ｆ社は既に適用事業所になっておらず、元代表者は死亡しているため、申立人の勤

務実態等について照会することができない。 

申立期間⑦及び⑧については、オンライン記録によると、Ｇ社は厚生年金保険の適用事業

所としての記録は無い。 

また、当該事業所を管轄する法務局及び関係団体に照会したが、Ｇ社の所在地を特定する

ことができない上、申立人は、同僚の名字しか覚えておらず、当該同僚の住所を特定するこ

とができないため、同社の元代表者及び同僚から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

なお、申立人は、Ｅ社を除くすべての事業所から健康保険証を受領していないとしている。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11446                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和24年５月から同年12月まで 

             ② 昭和25年５月から同年12月まで 

③ 昭和26年５月から同年12月まで 

④ 昭和27年５月から同年12月まで 

⑤ 昭和28年５月から同年12月まで 

    Ａ社Ｂ事業所に勤務した各申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所に

勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ事業所の複数の従業員の供述等から判断すると、期間は特定できないものの、

申立人は、各申立期間に、同社同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録から、申立人と同様季節工としてＡ社Ｂ事業所に勤務してい

た複数の同僚及び従業員においても、各申立期間中、厚生年金保険被保険者資格記録は

無く、このことについて複数の従業員は、「自分も各申立期間においても勤務していた

が、当該期間中、同社同事業所は厚生年金保険に加入させていなかったのではない

か。」とし、別の従業員は、「昭和 24 年ごろ役員の大幅変更があり、自分は労働組合

の役員をしていたので、なぜ厚生年金保険に加入させてくれないのかと問い合わせたが、

会社から返答をもらえなかった気がする。」としている。 

このため、Ａ社Ｂ事業所では、季節工として勤務した従業員については、各申立期間、

厚生年金保険に加入させていなかったと考えられる。 

なお、Ａ社Ｂ事業所は既に適用事業所になっておらず、同社は、各申立期間当時の資

料が無いため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについては不明としている。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控



                      

  

除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11447                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険の標準報酬月額及び申立期間③にお

ける厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年７月１日から４年10月１日まで 

             ② 平成５年３月１日から６年１月31日まで 

             ③ 平成６年１月31日から７年４月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与額と比較して低くなっており、ま

た申立期間③の厚生年金保険の被保険者加入記録が無いことが分かったので、それぞ

れ正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、平成４

年４月 30 日付けで３年７月の随時改定と同年 10 月の定時決定が取り消され、41 万円

から20万円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間①の期間中、同社の

代表取締役であったことが確認できる。 

また、当該期間中に退職した従業員は、「自分が退職するころ、給与の未払があっ

た。」としており、さらに、Ｂ銀行が保有するＡ社に係る口座取引情報から、平成４年

１月分から同年４月分までの期間の社会保険料の引き落としが確認できないことから、

申立期間①当時、同社は社会保険料の滞納があったことがうかがえる。 

さらに、申立人は、｢Ａ社における社会保険に係る事務は自身が行っており、代表者

印は自分が管理していた。｣と回答しており、同社において申立人が社会保険に係る事

務に権限を有していたと認められる。 

申立期間②及び③については、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった平成７年３月 22日より後の同年３月 31日付けで申立人の標準報酬

月額は、５年３月から同年 12 月までの期間、20 万円から８万円にさかのぼって減額訂



                      

  

正処理されるとともに、申立人の資格喪失日は、６年１月 31 日にさかのぼって処理さ

れていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間②及び③の期間中、

代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正及び資格喪失日の遡及
そきゅう

処理について、社

会保険事務所（当時）の職員から説明を受けていないと主張しているが、Ａ社における

社会保険の届出事務は自身が行っており、申立期間当時、社会保険料の滞納の件で、社

会保険事務所の職員が来社した際に届出書類に押印したとしていることから、申立人が

関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額及び資格喪失日に係る処理がなされた

とは考え難く、申立人は当該処理に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間①、②及び③について、申立人は会社

の業務を執行する責任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額及び被保険

者資格喪失日に係る記録訂正の無効を主張することは信義則上許されず、申立人の申立

期間①、②及び③における厚生年金保険の標準報酬月額及び被保険者資格喪失日に係る

記録の訂正を認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11451                            

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年４月１日から同年７月３日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。私は、

昭和 33 年４月１日付けでＢ社からＡ社に社命により異動したが、両社に継続して勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

なお、Ｂ社とＡ社は、設立母体が同一の企業であり、昭和38年に合併している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社を引き継いだＣ社が提出した労働者名簿及び同僚の供述により、申立人が申立期

間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によ

り、昭和 33 年４月１日にＢ社における被保険者資格を喪失し、Ａ社における被保険者

資格を再取得している申立人を含む５名について、厚生年金保険の被保険者期間を調べ

たところ、全員の再取得日が異なっており、いずれも喪失から２か月ないし５か月の空

白期間が生じていることが確認でき、これらの記録はオンライン記録と一致している。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、申立人が同社

の資格喪失時に、健康保険証を返納し、資格喪失後の継続給付の手続をしていることが

確認できる。 

なお、申立人の申立期間における社会保険の適用状況について、Ｃ社に文書照会した

ところ、同社は、「当時の資料が残っておらず、社会保険事務所（当時）への届出及び

保険料の納付については不明である。」と回答している上、申立期間当時、Ａ社におい

て社会保険手続及び給与事務を１人で行っていたとされる担当者も死亡していることか

ら、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11452                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年３月から35年６月まで 

             ② 昭和36年12月から37年６月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した申立期間②に係る

厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間において、それぞれの会社に勤務していた

はずなので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社の現在の事業主及び元従業員の回答から、申立人が申立

期間①において同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の現在の事業主及び複数の元従業員は、「申立期間①当時の同

社の従業員数は 10 名くらいだった。」と述べているが、同社に係る事業所別被保険

者名簿によると、同社の被保険者数は、昭和 33 年５月から同年６月までの２か月間

において８名が確認できる以外は、２名から５名で推移しており、被保険者数が従業

員数よりも少ないことが確認できる。このことについて、同事業主は、「申立期間①

当時は、私の父であった社長が社会保険の担当をしていたが、社長の判断で厚生年金

保険に加入させるか否かを決めていたと思う。」と述べていることから、申立期間当

時、同社における厚生年金保険の加入については、事業主の裁量等によって判断され

ていたものと考えられる。 

また、申立期間①におけるＡ社の事業所別被保険者名簿の健康保険証番号に欠番は

無く、同名簿の記載内容に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない 

２ 申立期間②について、申立人は、「私の厚生年金保険の記録では、Ｂ社において、

昭和 36年２月８日から同年６月 30日までの加入記録があるが、記録のある期間は実



                      

  

際に勤務していた期間とは違うと思う。」と主張している。 

しかしながら、Ｃ社の事業主は、「当時の資料が残っていないので、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険の取扱いについては分からない。」と回答しており、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被

保険者原票から、申立期間②において同社の被保険者であった従業員 13 名に対して、

申立人の勤務実態等を照会したところ、７名から回答があったが、いずれも申立人に

ついての記憶がないと回答している。 

さらに、申立期間②におけるＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の整理

番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を各事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11453                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年９月26日から44年２月１日まで 

             ② 昭和44年２月１日から47年２月１日まで 

             ③ 昭和47年２月１日から同年３月21日まで 

             ④ 昭和56年12月１日から58年12月１日まで 

             ⑤ 昭和59年12月１日から61年12月１日まで  

             ⑥ 昭和61年12月１日から62年12月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した申立期間

③、Ｄ社に勤務した申立期間④、Ｅ社に勤務した申立期間⑤及びＦ社に勤務した申立

期間⑥のそれぞれの厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれの事業所に勤務してい

たことは確かなので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社に勤務していたことは確かなので、申立期

間①を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

た記録を確認することができない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に照会したが、同社に係る商業登記の記録は

見当たらないことから代表者等の連絡先を把握することができず、申立人の勤務実態

等について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社に勤務していた当時の同僚を数名記憶しているものの、連

絡先を特定することができず、これらの同僚から、申立人の申立期間①における勤務

実態等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

 ２ 申立期間②について、Ｂ社の元従業員の回答から、正確な期間は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和44年５月16日であり、申立期間②の一部は適用事業所となっていない。 

また、申立人は、当時、Ｂ社で勤務していた従業員は、15 名ぐらいであったと供

述しているところ、同社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が適用事業所と

なった当時の被保険者は９名であることが確認できることから、同社では全ての従業

員を厚生年金保険に加入させる取扱いでなかったことがうかがえる。 

さらに、申立期間②当時の事業主は既に死亡しており、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ｂ社の元従業員は、「Ｂ社の厚生年金保険の取扱いについては、同社の経

理担当者に聞けば分かると思う。」と述べているが、同社の経理担当者に聴取するこ

とができなかったため、申立期間②当時の厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人は、「Ｃ社に勤務していたことは確かなので、申立

期間③を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った記録を確認することができない。 

また、Ｃ社の所在地を管轄する法務局に照会したが、同社に係る商業登記の記録

は見当たらないことから代表者等の連絡先を把握することができず、申立人の勤務

実態等について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｃ社に勤務していた当時の同僚を数名記憶しているものの、

連絡先を特定することができず、これらの同僚から、申立人の申立期間③における

勤務実態等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間④について、Ｄ社の元従業員の回答から、正確な期間は特定できないも

のの申立人が同社で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間④当時の事業主に申立人の厚生年金保険の適用状況等に

ついて文書で照会したが、回答が得られなかった。また、Ｄ社に係る事業所別被保

険者名簿から連絡先を把握できた 14名に文書照会したところ、９名から回答があっ

たが、申立人を記憶しておらず、申立人の申立期間④における勤務実態等を確認す

ることができない。 

さらに、申立人が名前を挙げているＤ社の事業主は、申立期間④当時は同社の厚

生年金保険の被保険者となっておらず、申立期間の後の昭和 60年７月１日から同社

の厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

５ 申立期間⑤について、申立人は、「Ｅ社に勤務していたことは確かなので、申立

期間⑤を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った記録を確認することができない。 

また、Ｅ社の所在地を管轄する法務局に照会したが、同社に係る商業登記の記録

は見当たらないことから代表者等の連絡先を把握することができず、申立人の勤務

実態等について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｅ社に勤務していた当時の同僚を数名記憶しているものの、

連絡先を特定することができず、これらの同僚から、申立人の勤務実態等を確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

６ 申立期間⑥について、申立人が提出したＦ社主催のツアーの申込書に、担当者と

して申立人の苗字の記載があり、正確な期間は特定できないものの、申立人が同社

に在籍していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｆ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和 60 年 11

月 14 日に適用事業所でなくなっており、申立期間⑥当時は適用事業所でないことが

確認できる。なお、申立期間⑥当時の事業主に申立人の厚生年金保険の適用状況等

について文書照会したが回答が得られなかった。 

また、前述の事業所別被保険者名簿から連絡先を把握できた７名に文書照会した

ところ、１名から回答があったが、申立人を記憶しておらず、申立人の申立期間⑥

における勤務実態等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間⑥における厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

７ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11454                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月１日から61年４月１日まで 

        Ａ医院で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 55年４月１日から 61年４月１日までＡ医院に継続して勤務してい

たので、同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ａ医院については、厚生年金保険の適用事

業所としての記録は無く、しかも、法人登記簿上、同医院は昭和 51 年８月に清算結了

していることが確認できる。 

また、オンライン記録によれば、Ａ医院を経営していたとする申立人の両親ともに厚

生年金保険の加入記録は無く、昭和 36年４月から国民年金に加入し、父親は 60歳に達

するまでの期間、母親は昭和 61 年４月から同年６月までの３か月分を除いて、60 歳に

達するまでの期間の国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

なお、申立人の両親は既に死亡しており、加えて、申立人が同医院に一緒に勤務して

いた同僚として名前を挙げた６名については連絡先が不明のため、申立期間当時におけ

る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月３日から同年７月２日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、昭和 45

年４月３日から勤務し、写真学校にも通っていたことを覚えているので、厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてもＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社の代表

者は、「申立人がＡ社に勤務していたことは記憶しているが、当時の従業員に係る人事

記録や賃金台帳等を既に廃棄していることから、申立期間も勤務していたか否かは分か

らない。」と供述しており、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険料の控除等について

は確認することができない。 

また、申立人は、同僚を記憶していないことから、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿

から、申立期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員に照会したとこ

ろ、同人は、「申立期間当時、Ａ社では、入社後２か月から３か月程度の試用期間があ

った。」と供述している。 

さらに、他の従業員の一人は、「申立人と一緒に、Ａ社の社長の親族宅に下宿してい

たが、その時期は正確に覚えていない。申立人の同社への入社時期等は分からない。」

と供述しており、上記下宿先であった事業主の親族も、「申立人が下宿していたことは

覚えているが、その時期は覚えていない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11462 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年４月１日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間も同社に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述により、時期までは特定できないが、申立人が申立期間に

同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社の代表者は、「申立期間当時の従業員に関する資料は保存期間経

過により廃棄したため、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険料の控除等については確

認できない。しかし、当社の規定により、申立期間当時も従業員については入社後３か

月間の見習期間を設けており、その間は厚生年金保険に加入させておらず、保険料も控

除していない。」と供述している。 

また、申立人は、当時の上司及び同僚を記憶していないことから、Ａ社に係る事業所

別被保険者名簿により、申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる

複数の従業員に照会したところ、入社時期について供述が得られた従業員９人について、

その証言内容及び上記被保険者名簿から、入社後３か月程度経過した後に被保険者資格

を取得していることが確認できる。そして、そのうち二人は、「入社してから３か月後

に厚生年金保険に加入するまでの間は、給与から保険料を控除されていなかった。」と

供述している。 

さらに、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日については、同社

が加入しているＢ厚生年金基金の記録と上記被保険者名簿の記録とが一致しており、社

会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さはみられない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

 



                      

  

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11464～11476（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名：  

基礎年金番号：   別添一覧表参照 

生 年 月 日：  

住    所：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間（自）＞（別添一覧表参照）から＜申立期間（至）＞

（別添一覧表参照）まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、海外駐在員時の月額給与が海外

給与分を含まない国内給与分のみを給与支給総額として届け出て、申立期間の標準報

酬月額が低く記録されている。 

Ａ社は、事後訂正を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、年金額の

計算の標準報酬月額は訂正前の記録となっているので、訂正後の記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は当初、＜当初の標準報酬月額＞（別

添一覧表参照）と記録されていたが、同社は、社内事務手続の誤りにより、申立期間の

海外駐在員の標準報酬月額について、海外現地給与を含めず、国内給与分のみを基礎と

した標準報酬月額を届け出たとして、管轄社会保険事務所（当時）に対し訂正の届出を

行い、21 年 12 月９日付けで、＜訂正後の標準報酬月額＞（別添一覧表参照）に訂正さ

れている。また、当該期間については、時効により保険料は納付できず、年金額の計算

の基礎となる標準報酬月額は訂正前の記録となっている。 

しかし、Ａ社から提出された申立期間の給与台帳により、給与から控除されていた厚

生年金保険料に見合う標準報酬月額は、当該訂正前のオンライン記録の標準報酬月額と

一致していることが確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい



                      

  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

そのため、申立人については、報酬月額に見合う標準報酬月額より保険料控除額に見

合う標準報酬月額が低く、保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致

していることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



1　/　1

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間（自） 申立期間（至）

11464 男 昭和26年生 平成14年8月 平成17年8月
平成14年８月～15年６月
平成15年７月～16年８月
平成16年９月～17年８月

200,000円
380,000円
320,000円

620,000円

11465 男 昭和30年生 平成14年10月 平成15年6月 470,000円 620,000円

11466 男 昭和27年生 平成14年10月 平成16年6月
平成14年10月～15年８月
平成15年９月～16年６月

560,000円
500,000円

620,000円

11467 男 昭和27年生 平成16年9月 平成17年6月 590,000円 620,000円

11468 男 昭和26年生 平成14年10月 平成18年6月

平成14年10月～15年８月
平成15年９月～16年８月
平成16年９月～17年８月
平成17年９月～18年６月

410,000円
300,000円
320,000円
440,000円

平成14年10月～17年８月
平成17年９月～18年６月

620,000円
590,000円

11469 男 昭和35年生 平成14年10月 平成17年6月
平成14年10月～16年８月
平成16年９月～17年６月

340,000円
280,000円

平成14年10月～16年８月
平成16年９月～17年６月

620,000円
590,000円

11470 男 昭和37年生 平成14年10月 平成17年6月
平成14年10月～16年８月
平成16年９月～17年６月

260,000円
280,000円

620,000円

11471 男 昭和32年生 平成14年8月 平成16年6月 200,000円 620,000円

11472 男 昭和38年生 平成16年9月 平成18年8月
平成16年９月～17年６月
平成17年10月～18年８月

360,000円
410,000円

620,000円

11473 男 昭和37年生 平成16年9月 平成17年6月 280,000円 590,000円

11474 男 昭和41年生 平成14年10月 平成17年6月
平成14年10月～15年８月
平成15年９月～17年６月

320,000円
260,000円

560,000円

11475 男 昭和27年生 平成14年10月 平成17年6月
平成14年10月～15年８月
平成15年９月～16年８月
平成16年９月～17年６月

590,000円
530,000円
280,000円

620,000円

11476 男 昭和40年生 平成16年9月 平成17年8月 200,000円 560,000円

当初の標準報酬月額 訂正後の標準報酬月額



                      

  

東京厚生年金 事案11477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和62年４月１日から63年２月28日まで 

② 昭和63年３月１日から平成元年６月30日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。両社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録が確認できることから、申立人がＡ社に勤

務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金保

険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の代表者の連絡先は不明であり、申立人は上司の名前を覚えておらず、ま

た、同僚についても名字のみ記憶しているだけで連絡先は不明であることから、申立人

の当時の厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録及び適用

事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認で

きる。 

また、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によれば、同事業所は平成４年 10 月＊日に閉鎖し

ているほか、事業主の連絡先は不明であり、申立人は、ともにＡ社から移ったとする上

司の氏名を覚えていないことから、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成３年 10月１日から６年 11月１日までの期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成６年 11月１日から８年９月 30日までの期間における厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年10月１日から８年９月30日まで 

Ａ社の代表取締役で勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、当初届け

出た報酬月額より低い額になっている。社会保険料の滞納を整理するため手続を行っ

たが、社会保険事務所（当時）の強い要請で実施したもので、申立期間の標準報酬月

額を当初の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち平成３年 10 月から６年２月までの期間について、Ａ社において記

録されている申立人の標準報酬月額 53 万円は、当時の厚生年金保険の最高等級の標

準報酬月額であることが確認できる。 

また、申立期間のうち平成６年３月から同年 10 月までの期間について、Ａ社にお

ける申立人の標準報酬月額については 20 万円と記録されているが、社会保険事務所

において当該処理を行ったのは同年３月７日であり、標準報酬月額の変更処理につい

て不自然さはみられない。 

さらに、従業員の一人は、Ａ社における標準報酬月額の引下げについて、「平成６

年３月から自分も給与の大幅減額に伴い標準報酬月額も大幅に下がったが、当時、申

立人から説明を受けて知っていた。」と供述している。 

加えて、申立期間のうち平成３年10月から６年10月までの期間について、Ａ社に

おける申立人の標準報酬月額の記録については、社会保険事務所において、さかのぼ

って減額訂正等の処理が行われた記録は確認できない。 

このほか、申立期間のうち平成３年10月から６年10月までの期間について、申立



                      

  

人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間のうち平成６年 11 月から８年８月までの期間の標準報酬月額について、

オンライン記録によると、Ａ社における申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、同

社が適用事業所でなくなった９年１月 31日付けで、当初記録されていた 59万円から

９万2,000円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本において、上記減額訂正が行われた当時、

同社の代表取締役を重任していることが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社における社会保険の届出事務は自分が行っていた。平成６

年ごろから社会保険料の滞納が始まり、８年ごろ保険料の整理について社会保険事務

所と交渉し、一定期間自分の標準報酬月額を調整して補填
ほてん

する説明を受け一応同意し

た。」と回答している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自分の標

準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間のうち、平成６年 11 月から８年８月まで

の期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 



                      

  

東京厚生年金 事案11479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月１日から50年３月31日まで 

Ａ医院（現在は、Ｂ会）で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

医院では事務員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は申立期間においてＡ医院に勤務していた

ことが確認できる。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、Ａ医院が厚生年

金保険の適用事業所となったのは昭和 63 年７月 19 日であり、申立期間は適用事

業所となっていなかったことが確認できる。 

また、昭和 52 年８月にＡ医院に勤め、医療事務を担当したとする元従業員は、

「厚生年金に加入したのは平成２年ごろであり、当時は医師国民健康保険組合に

加入していたと思う。」と供述している。 

さらに、申立人から提出された昭和 48 年及び 49 年の「給与所得の源泉徴収

票」に記載されている社会保険料額は、Ａ医院が加入していた医師国民健康保険

組合の準会員（従業員）の保険料と雇用保険料の合計額に見合う金額となってお

り、厚生年金保険料は含まれていないことが推認できる。 

加えて、Ｂ会の現在の事業主は当時の資料を保管しておらず、当時の状況は不

明である旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



                      

  

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）から日を空けずに転職した。同社には平成10年６月30日ま

で勤務したので、申立期間も厚生年金保険の被保険者と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人自筆の退職願及び同社提出の異動起案書により、申立人は

平成10年６月29日にＡ社を依願退職したことが確認できる。 

また、雇用保険の加入記録では、申立人の離職日は平成 10年６月 29日であることが

確認でき、これらの記録は、いずれも厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と一致して

いることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「申立人は平成 10年６月 30日は勤務しておらず、申立期間の厚生

年金保険料は控除していない。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11483 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和41年７月及び同年８月 

② 昭和42年３月から同年５月まで 

③ 昭和45年３月から同年５月まで 

④ 昭和51年５月から同年９月まで 

⑤ 昭和51年10月から52年１月まで 

⑥ 昭和57年６月から同年12月まで 

⑦ 昭和59年10月から61年３月まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期

間②、Ｃ社に勤務した申立期間③、Ｄ社に勤務した申立期間④、Ｅ社に勤務した申立

期間⑤、Ｆ社に勤務した申立期間⑥及びＧ社Ｆに勤務した申立期間⑦の厚生年金保険

の加入記録が無い。 

いずれの期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、その所在地を管轄する法務局に商

業登記の記録が確認できない上、当時の事業主の連絡先が不明であることから、同社及

び当該事業主から、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社における当時の同僚を記憶していないことから、これらの者か

ら申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間において被保険者であった従

業員５人に照会したところ、回答のあった３人は、申立人を記憶していなかった。 



                      

  

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、当時の人事関係資料を保有していないことから、申立人の当該期間

における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができないとしてい

る。 

また、申立人が記憶している同僚は、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿では、被保険

者記録は確認できず、当該同僚の連絡先も不明であることから、これらの者から申立人

の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

さらに、上記の被保険者名簿から、当該期間において被保険者であった従業員 12 人

に照会したところ、回答のあった３人は、申立人を記憶していなかった。 

申立期間③について、申立人は、Ｃ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｃ社は既に解散している上、当時の事業主は死亡していることから、同社及

び当該事業主から申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、申立人は、Ｃ社における当時の同僚を記憶していないことから、これらの者か

ら申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

さらに、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間において被保険者であった従

業員15人に照会したところ、回答のあった６人は、申立人を記憶していなかった。 

申立期間④について、申立人は、Ｄ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｄ社は、当時の人事関係資料を保有していないことから、申立人の当該期間

における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができないとしてい

る。 

また、申立人が記憶している同僚二人のうち、一人に照会したが回答を得ることがで

きず、ほかの一人はＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、被保険者記録

を確認することができず、連絡先も不明であることから、これらの者から申立人の当該

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、上記の被保険者名簿から上記の同僚以外で当該期間において被保険者であっ

た従業員６人に照会したところ、回答のあった３人は、申立人のことを記憶していなか

った。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｅ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｅ社は既に解散している上、当時の事業主に照会したが回答を得ることがで

きないことから、同社及び当該事業主から申立人の当該期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、Ｅ社における当時の同僚を記憶していないことから、これらの者か

ら申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

さらに、Ｅ社に係る厚生年金保険被保険者台帳から当該期間において被保険者であっ



                      

  

た従業員４人に照会したところ、回答のあった４人全員が、申立人を記憶していなかっ

た。 

申立期間⑥について、Ｆ社における同僚の証言から、期間は特定できないが、申立人

が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｆ社は既に解散している上、当時の事業主に照会したが回答を得ることがで

きないことから、同社及び当該事業主から申立人の当該期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚３人に照会したところ、３人全員が「Ｆ社では、３

か月から６か月の試用期間を経て正社員となり、厚生年金保険に加入していた。」と供

述している上、そのうち入社日を記憶していた２人は、それぞれ入社後１年１か月、１

年３か月後に厚生年金保険被保険者資格を取得している。このことから、同社では、当

時、入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｆ社に係るオンライン記録から、当該期間において被保険者であった従業員

９人に照会したところ、回答のあった２人は、申立人を記憶していなかった。 

申立期間⑦について、Ｇ社の同僚の証言から、期間は特定できないが、申立人が同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｇ社は、当時の人事関係資料を保有していないことから、申立人の当該期間

における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚は、「申立人の勤務期間については覚えていないが、

当時、Ｇ社では短期の雇用者が多く、短期雇用者は厚生年金保険に加入していなかった

と思う。」としている。 

さらに、Ｇ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間において被保険者であった同

僚・従業員 12 人に照会したところ、回答のあった６人のうち５人は、申立人を記憶し

ていなかった。 

加えて、上記の複数の同僚は、「当時は、Ｇ社には短期勤務するアルバイトが多く、

アルバイトは厚生年金保険に加入していなかったと思う。」としている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11484 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

                     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年４月１日から８年４月１日まで 

② 平成10年12月１日から13年４月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が低いことが分かった。そこで、総勘定元帳を添付して事後訂正を行ったが、保

険料は時効により納付できず、年金額の計算の標準報酬月額は訂正前の記録となって

いるので、訂正後の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

平成５年４月１日から８年４月１日までは 20万円、10年 12月１日から 13年４月１日

までは 44 万円と記録されていたが、同社は、届出に誤りがあるとして、社会保険事務

所（当時）に対し総勘定元帳を添付して訂正の届出を行い、21 年 12 月 22 日付けで、

５年４月１日から６年４月１日までは 36万円、６年４月１日から同年 11月１日までは

53万円、同年 11月１日から８年４月１日までは 59万円、10年 12月１日から 13年４

月１日までは 50 万円に訂正されているが、当該期間については、時効により保険料は

納付できず、記録のみ訂正されているので、年金額の計算の基礎となる訂正をしてほし

いと述べている。 

   しかし、オンライン記録によると、平成５年４月１日付けの月額変更届は同年８月５

日に処理され、５年度から７年度の算定基礎届は、各年度の８月に処理されており、10

年 12 月１日付けの月額変更届は同年 11 月 30 日に処理され、11 年度から 12 年度の算

定基礎届は、各年度の８月及び９月に処理されていることから、一度記録された処理が

取り消された等の不合理な手続は無い。 

   また、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断しているところ



                      

  

であるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業主が

厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であっ

たと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されてい

るところ、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が申立期間当時、代表取締役であっ

たことが確認でき、また、申立人は社会保険事務所に対する算定基礎届及び月額変更届

は、自身もしくは、税理士及び会計士が行っており、代表印は自らが管理していたとし

ている。 

   これらのことから、仮に申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたとしても、申立人は、特例法第

１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は

知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立期間

については、同法に基づく記録の訂正を認めることはできない。 

       



                      

  

東京厚生年金 事案11485 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年８月１日から29 年７月１日まで                           

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社又はＢ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。

しかし、申立期間も上記のどちらかの会社に勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社又はＢ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人の健康保険

被保険者証は厚生年金保険の資格喪失日である昭和 26 年８月１日に返納されているこ

とが確認できる。 

また、申立期間のうち、昭和 27 年４月１日から 29 年７月１日までの期間について

は、上記被保険者名簿によるとＡ社は厚生年金保険の適用事業所となっていないこと

が確認できる。 

一方、Ｂ社は、既に解散している上、当時の事業主も死亡していることから、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することはで

きない。 

また、申立人が記憶していた同僚３人及び申立人の妻が記憶していた同僚１人の計４

人は、死亡又は連絡先が不明であることから申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。そこで、Ｂ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時に被保険者であったことが確認できる従

業員７人に照会したところ、回答があった５人のうち３人は申立人を記憶していたが、

いずれも申立人の入社時期を覚えていないことから、申立人の申立期間における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ社に係る上記被保険者名簿によれば、申立人は、昭和 29 年７月１日に申



                      

  

立人の父とともに、厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、こ

れを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11508（事案206の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年10月１日から34年１月20日まで 

             ② 昭和41年６月１日から42年６月１日まで 

昭和33年10月１日から34年12月まで、Ａ社に商品の配達業務で勤務していたが、

当該期間のうち、申立期間①の加入記録が無い。 

また、申立期間②は、自ら経営していたＢ社で厚生年金保険に加入していたと第三

者委員会に申し立てたが、記録を訂正できないと通知を受けた。今回、当該期間にＣ

社（現在は、Ｄ社）に勤務していたことを思い出したので、再度調査して当該期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、昭和 33年 10月１日からＡ社に勤務していたと申

し立てている。 

しかし、Ａ社は、同社に係る商業登記簿謄本により既に解散していることが確認で

き、事業主の住所が不明のため、同社及び事業主から申立人の申立期間①における勤

務状況及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同日の昭和

34 年１月 20 日に同社で被保険者資格を取得していることが確認できる従業員に照会

したところ、２名から回答があったが、いずれも「申立人の同社への入社日は不明」

と回答しているため、同社の従業員から、申立人の申立期間①における勤務状況及び

保険料控除について確認することができない。 

さらに、回答のあった２名の従業員のうち１名は、昭和33年11月末にＡ社に入社

したと回答していることから、同社では、申立期間当時、入社後数か月たってから厚

生年金保険に加入させていることがうかがえる。 

加えて、上記被保険者名簿と厚生年金保険手帳記号番号払出簿における申立人の同



                      

  

社における被保険者資格取得日は、昭和 34年１月 20日で一致していることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②については、前回の申立てでは昭和 41 年３月 30 日から 43 年２月１日

までの期間について申し立てているが、Ｂ社は、社会保険事務所（当時）の記録によ

ると、同年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認でき、当該

期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていたことが確認できる資料は無いと

して既に当委員会の決定に基づき平成 20年５月 28日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとの通知が行われている。 

これに対し、申立人は新たな情報として、昭和 41 年５月１日から同年６月１日ま

で厚生年金保険の加入記録のあるＣ社に 42 年６月１日まで継続して勤務していたの

で、再度調査してほしいと主張している。 

しかし、Ｄ社は、「申立期間②当時のＣ社の資料を保管しておらず、申立人の同社

での勤務期間を確認できない。」と回答しているため、Ｄ社から申立人の申立期間②

における勤務状況及び厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、申立人は、Ｃ社の同僚を記憶していないため、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により、申立期間に厚生年金保険の加入記録がある複数の従業員に

申立人の勤務状況について照会したが、申立人を記憶している者がいなかったことか

ら、これらの者から申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の加入状況につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらのことから、申立人が再申立ての理由としている事情は、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情とは認められず、この他、委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11509 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年３月から29年３月まで 

Ａ社で勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社ではタクシー

運転手として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述及び申立人が申立期間に係る複数の従業員を記憶していることから、期

間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料を保存していないため、申立人の同社における勤務状況や厚

生年金保険料の控除及び厚生年金保険の取扱いについて不明」と回答しており、当社の当時の

事業主及び総務担当者は既に死亡しているため、同社及びこれらの者から、申立人の同社にお

ける勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社の従業員は、「当時、タクシー運転手は、厚生年金保険加入者と未加入者がいた

ので、複数の未加入者で組合を作り、昭和 29 年３月１日から厚生年金保険に加入させてもら

った。」と回答しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該

従業員は昭和 27年１月２日から29年２月 28日までの期間、厚生年金保険の加入記録が無い

ことが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る上記被保険者名簿では、申立期間に係る整理番号の欠番が無いことが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金保

険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和25年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年１月21日から52年２月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）のレストランで調理師として勤務していた申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い。当時一緒に勤務していた同僚の加入記録はあるので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出されたＡ社の昇給算定資料及び同社の同僚の証言により、申立人は、昭

和 49年１月 21日から同社のレストランで調理師として勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、「雇用保険、健康保険及び厚生年金保険を含む社会保険には、正社

員であっても希望者のみ加入させていた。」と回答しているところ、同社から提出され

た上記昇給算定資料に記載されている 22名（４部所）の従業員のうち 17名が、Ａ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されていないことから、当時、Ａ社では

従業員の全員を厚生年金保険に加入させる取扱いをしていなかったことがうかがわれる。 

また、上記被保険者名簿に記載されているＡ社の５名の従業員に照会したところ、３

名から回答があり、このうち２名は、「希望して社会保険に加入した。」と回答してい

る。 

さらに、Ｂ社は、「当社は、全部所の人事を本社で一括して管理しているが、申立人

の当社での厚生年金保険の適用について確認することができない。」と回答しているた

め、同社から申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年４月５日から46年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述により、入社日までは特定できないものの、申立人が申立期間に同

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは昭和 46 年３月１日であり、申立期間は適用事業所となって

いないことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿により、申立人と同日の昭和 46 年３月１日にＡ社で厚生年

金保険被保険者資格を取得していることが確認できる同僚は、「適用事業所となる以前

から同社に勤務していたが、同社が厚生年金保険の適用を受ける時に、事業主から給与

から保険料を控除するとの説明を受けた。」と供述している。 

さらに、Ａ社は、同社に係る商業登記簿により既に解散していることが確認でき、当

時の事業主及び経理担当者は既に死亡していることから、これらの者から申立人の勤務

状況及び厚生年金保険の適用について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月１日から54年９月１日まで 

Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が申立期間の前の標

準報酬月額と比較して減額されている。当時は、年功序列の賃金体系であり、申立期

間には昇給もしているので、申立期間に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は廃棄しており、申立人の申立期間当時

の厚生年金保険料の控除の状況については分からない。」と回答しており、健康保険組

合も、「申立期間当時の関係資料は残っていない。」と回答していることから、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、オンライン記録から、Ａ社において、申立人と同じく昭和 36 年４月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得し、取得時の標準報酬月額が１万 4000 円として記録

されている申立人を含む従業員７人の申立期間に係る標準報酬月額は、52 年の定時決

定時においては 22 万円から 30 万円までの間の金額で、53 年の定時決定時においては

24 万円から 28 万円までの間の金額でそれぞれ記録されており、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、同期入社の従業員と同水準であることが確認できる。 

さらに、上記のオンライン記録から、Ａ社において、昭和 35年から 37年までの４月

１日に被保険者資格を取得した申立人を含む従業員 82 人について、申立期間を含む昭

和 49年 10月から 58年 10月までの間に、申立人と同じく標準報酬月額が前回の定時決

定時の標準報酬月額より低額となっている従業員が 10 人確認できることから、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額が前回の定時決定時の標準報酬月額より低額となってい

ることは、不自然であるとまでは言えない。 



                      

  

   加えて、Ａ社が提出した「人事情報」の記録及び申立人が提出した申立人の本給及び

管理職手当が明記された同社の辞令によれば、申立人は、昭和 53 年４月１日に課長心

得兼係長に任ぜられるとともに管理職手当が支給されていることが確認でき、また、同

社から提出された給与規程によれば、管理職に対する時間外勤務手当は支給しない旨が

明記されている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ法人（現在は、Ｂ法人）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。５月 30日は夜勤で、翌 31日の早朝まで勤務していたと記憶しているの

で、申立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人における申立人の雇用保険の被保険者記録は、離職日が昭和 47年５月 30日と

記録され、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と一致しており、申立期間に同社に勤

務していたことが確認できない。 

また、Ｂ法人は、「申立期間当時の従業員に関する資料等を保管していないことから、

申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等については分からない。しかしながら、

申立期間当時の夜勤の取扱いについて、当時から在籍している看護師に確認したところ、

夜勤明けの日は公休扱いであった。したがって、勤務実態どおりに資格喪失の届出を行

ったものと思われる。また、資格喪失の手続をしながら保険料を控除することは考えら

れない。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年１月31日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には１月 31日まで在籍していたと記憶しており、資格喪失日が１月 31日となってい

るのは誤記載であると思われるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された退職者ノートでは、申立人の同社におけ

る退職日は昭和 62年１月 30日と記録されており、同社は申立人の退職日は同日である

旨回答していることから、申立期間の勤務が確認できない。 

また、Ａ社は、「社会保険料は翌月控除である。」と回答しているところ、同社から

提出された申立人に係る賃金台帳・所得税源泉徴収簿（昭和 62年度）では、昭和 62年

２月の給与から、同年１月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11531（事案2258の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年１月ごろから27年９月ごろまで  

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者

委員会に申し立てたところ、同委員会から申立内容を確認できる資料が無いなどの理

由により、記録訂正できないと通知を受けた。 

今回新たに同僚１名の氏名及び電話番号並びにＡ社の勤務期間を記載した資料を提

出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所（当時）において、Ａ社について

厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認できないほか、管轄法務局では同社の法

人登記が確認できなかった。また、申立人は、Ａ社の申立期間当時の事業主、常務取締

役及び一緒に勤務していた同僚等を記憶しているが、いずれも死亡していることから、

申立期間当時の勤務実態や厚生年金保険の加入状況について確認することができないと

して、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年６月３日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、新たな資料として、同僚１名の氏名及び電話番号を提示し、Ａ

社の勤務期間等を記載したＢ社に係る人事記録カードを提出するので再調査してほしい

と再申立てを行っている。 

申立人から提出されたＢ社に係る人事記録カードの前歴欄にＡ社において申立期間に

勤務していた旨の記載が確認できる。 

また、申立人が新たに氏名を挙げた同僚は、「申立人と一緒に勤務した。」と回答し

ていることから、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記同僚は、「厚生年金保険料の控除について覚えていない。」と供述して

いるところ、オンライン記録では、当該同僚についてもＡ社に係る厚生年金保険の加入



                      

  

記録は無い。 

以上のことから、申立人からの新たな情報については、当初の決定を変更すべき新た

な事情に当たらず、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年３月から47年12月まで 

 Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務していたこと

は確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述により、期間は特定できないものの、申立人が同社で勤務してい

たことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の複数の従業員が、申立人はアルバイト雇用であり、同社では厚

生年金保険の加入は正社員のみであると供述しているところ、申立人は、同社に見習社

員として入社し、雇用形態はアルバイトか派遣社員であったとしている。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の資料が保

存されていないため、申立人の厚生年金保険料の控除等について確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から47年12月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給さ

れていた給与額に相当する標準報酬月額と相違している。申立期間は残業時間が多かった

ことを記憶していたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社が株式市場に上場する前で、残業が多く、給与が上がって

いたはずであり、当該期間に係る標準報酬月額の記録は不自然であると主張している。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が申立期間当時

に一緒に残業していたとする同僚の標準報酬月額は、申立人の標準報酬月額と同様に上がっ

ていることが確認できる。 

また、同被保険者名簿における申立人の標準報酬月額の記録は、Ａ社がＢ基金に加入した

昭和46年10月１日以降、同基金の標準報酬月額の記録と一致している。 

さらに、同被保険者名簿の記載内容に不自然さは見られず、申立人の標準報酬月額の記録

は、オンライン記録とも一致している。 

加えて、申立人は給与額及び厚生年金保険料の控除額を証明する給与明細書等は保有して

おらず、また、Ａ社は、申立期間に係る賃金台帳等の資料を保管していないため、申立人の

申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年９月ごろから43年７月ごろまで 

Ａ工場に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同工場に勤務したこ

とは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ｂ区にあったＡ工場に勤務していたとしている。 

しかしながら、所在地を管轄する法務局において、Ａ工場に係る商業登記の記録が確

認できない上、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、同工場が厚生年

金保険の適用事業所であったことを確認できない。 

また、申立人は、Ａ工場の事業主及び同僚の名前を記憶していないことから、申立人

の同工場での勤務状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11542 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： ① 昭和25年４月１日から27年10月１日まで 

             ② 昭和28年12月１日から31年７月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

昭和 24 年５月に養父の経営する同社に入社し、25 年からは取締役となり、養父の死

後の 37 年からは代表取締役を務めた。申立期間①及び②について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

                                    

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社から提出された定款、商業登記簿謄本等により、申立人は、申立期間①及び②に

おいて、同社に勤務していたことはうかがえる。  

しかしながら、Ａ社は、申立期間①及び②当時の関係資料を保管しておらず、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載された当時の従業員については、既に死

亡又は居所不明のため、連絡を取ることができないことから、申立期間①及び②におけ

る申立人の保険料控除等について確認できない。 

また、厚生年金保険記号番号払出簿によると、申立人のＡ社における昭和 24 年５月

１日の資格取得時及び 27年 10月１日の再取得時には、それぞれ別の厚生年金保険記号

番号が払い出されており、上記払出簿に記載された資格取得日は、健康保険厚生年金保

険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳の記録と一致していることから、上記被

保険者名簿等に不自然な記録訂正の形跡等は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



                      

  

年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年３月29日から同年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち申立期間の厚生年金保険加入記録

が無い。同社の申立期間当時の「採用辞令通知書」、「勤務通知書」及び「給与通知

書」によると、入社日は、昭和 21年３月 29日と記載されていることから、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された「採用辞令通知書」、「勤務通知書」及び「給与通知書」によ

り、申立人は、昭和21年３月29日からＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社から提出された「社会保険台帳」から、申立人のＡ社における厚

生年金保険の被保険者資格取得日は昭和 21 年４月１日と記録されており、同社に係る

健康保険労働者年金保険被保険者名簿及び申立人から提出された厚生年金保険被保険者

証においても、同年４月１日と記録されていることが確認できる。 

また、Ｂ社は、「当時の人事資料を保管していないことから、申立人のＡ社における

勤務状況及び厚生年金保険料の控除状況については不明である。申立期間当時の入社年

月日と厚生年金保険の被保険者資格取得日の不整合について、当時の詳細が分からない

ので不明である。」と回答している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、申立期間当時に厚生

年金保険に加入していたことが確認できる従業員 14 人に対し、入社時期と厚生年金保

険の資格取得時期等について照会したところ、７人から回答があり、そのうち、二人に

ついては、入社時期と厚生年金保険の資格取得時期が相違していることが確認できるこ

とから、申立期間当時、同社においては、入社と同時に厚生年金保険に加入させていた

わけではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11546 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年４月１日から平成７年４月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。同社では、代表

取締役であったが、一連の処理に心当たりが無いので、申立期間の標準報酬月額を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった平成７年４月１日の後の同年 10月６日付けで、昭和 63年４月から平成

元年 11月までは 47万円が８万円に、同年 12月から６年 10月までは 53万円が８万円

に、同年 11月から７年３月までは 59万円が９万2,000円に、それぞれさかのぼって訂

正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、平成４年７月 17 日付けで取

締役に就任していることが確認でき、同日付けで同僚が代表取締役に就任し、申立人は、

当該訂正処理日には同社の代表取締役ではないことが確認できる。 

しかしながら、申立人は、同僚が代表取締役に就任していることについて、「当時、

私がＡ社の代表取締役であり、誰かが同僚を代表取締役として勝手に登記したものであ

る。」旨供述している上、複数の元従業員も「当時の実質的な代表取締役は申立人であ

った。」旨供述している。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成７年４月１日当時、同社に

おいて、厚生年金保険被保険者であった者は、申立人一人であり、申立人は、「保険料

を滞納していたので、平成７年ごろ、社会保険事務所（当時）に相談に行った。」旨供

述していることから、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正

処理がなされたとは考え難く、申立人は、標準報酬月額の訂正処理に関与していたもの



                      

  

と考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

Ａ社の実質的な代表取締役として、自らの標準報酬月額の訂正処理に関与していながら、

当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11547 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年７月２日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

Ｂ社（現在は、Ｃ社）から転籍し継続して勤務しており、申立期間の厚生年金保険料

の控除が推定できる源泉徴収票を提出するので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員による「申立人は、申立期間において同社に在籍し勤務してい

たのは間違いない。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務

していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録によると、昭和 63年 10月１日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、申立期間は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確

認できる。 

また、申立人は、国民健康保険の加入記録によると、昭和 63 年７月２日から同年９

月 12 日まで国民健康保険に加入していたことが確認できる上、Ａ社の複数の元従業員

は、「申立期間は、同社は厚生年金保険の適用事業所になっていない時期であり、給与

から厚生年金保険料も控除されていないため、当該期間は個人で国民年金又は国民健康

保険に加入した。」旨供述している。 

さらに、申立人から提出のあった源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額からは、

申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

なお、Ａ社の当時の代表者からは、申立人の勤務実態等に係る回答が得られない上、

Ｃ社の人事担当者は、「申立人の転籍異動に係る書類は保存しておらず、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険の届出等については不明である。」旨供述していることから、Ａ

社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認す



                      

  

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年９月１日から45年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に

は昭和 37 年９月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除

されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員による「申立人を覚えている。」旨の供述から判断すると、期

間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社において、申立期間の過半の期間に代表者であった者及び当時の

社会保険担当者は既に死亡しており、また、申立期間の一部期間において同社の代表者

に就任したとする申立人は「当時の関係資料は残っていない。」旨供述していることか

ら、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したが、「申立人に係る申立期間当時の厚生年金保険の取扱いは分からない。」旨供述

しているなど、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除され

ていたことを確認することができなかった。 

また、Ａ社が加入していた健康保険組合及び厚生年金基金の加入記録では、申立人の

資格取得日は、いずれも昭和 45 年４月１日となっており、オンライン記録による厚生

年金保険の被保険者資格取得日と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年10月１日から３年12月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が 50 万円であった旨主張しているところ、オン

ライン記録によると、申立期間の標準報酬月額は、平成２年 10 月から３年９月までは

41万円、同年10月及び同年11月は36万円であることが確認できる。 

また、Ａ社において、申立人と同じ職種（システムエンジニア）であったとされる複

数の元同僚は、「申立期間当時の自身の標準報酬月額は、給与総額に見合った額であ

る。」旨供述しており、申立人の標準報酬月額のみが同僚の取扱いと異なり低額である

という事情は見当たらない上、オンライン記録において、さかのぼって申立人の標準報

酬月額の訂正処理が行われた形跡は見られない。 

さらに、Ａ社の当時の代表者は、「当時の賃金台帳を含む関係資料を保有していな

い。」旨供述しており、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認することができないが、当該代表者は、「システムエンジニアは、それぞ

れの担当プロジェクトによって残業量が異なり、それによって標準報酬月額も変動する

ので減額となることもある。また、基本給そのものは減額していない。」旨供述してい

る。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に



                      

  

ついて、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11550 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年４月１日から同年12月31日まで 

    申立期間についてＡ社Ｂ工場に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無いこ

とが分かった。 

しかし、昭和19年４月から20年３月までは学徒動員されていたが、同年３月に高

等小学校を卒業し、同年４月からは同社に入社したので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及びＡ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、申

立人が申立期間当時、同社同工場に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業しており、元事業主にも照会したが当時の状況につい

て覚えておらず、申立人の厚生年金保険料の給与からの控除について確認することがで

きない。 

また、上記被保険者名簿によると、申立人が健康保険の被保険者資格を取得した際に、

本来ならば厚生年金保険の記号番号が払い出されるところ、その欄には勤労動員学徒を

示す「学」の表示がされている上、申立人と同年齢の者 49 名に対しても「学」と表示

されていることが確認できる。 

なお、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令第 1250

号）第 10条第３号及び厚生省告示第 50号（昭和19年５月 29日）により、厚生年金保

険の被保険者には該当しない取扱いとなっている。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人が記憶している同僚は、申立人と同様に昭

和21年１月８日に厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

一方、申立人は昭和 20 年３月にはＣ高等小学校を卒業したと供述しているところ、

Ｄ第一小学校に申立人の卒業年を照会したが、同校は、「記録が焼失しているため確認

できない。」と回答している。 



                      

  

これらのことから、当時、Ａ社Ｂ工場は、申立人を含む勤労動員学徒に対して、申立

期間は健康保険のみ加入させており、その後、一斉に厚生年金保険に加入させる取扱い

であったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年３月１日から13年５月14日まで 

申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与額より下げられている。当時

は、Ａ社の管理的業務をしており、社会保険料の滞納があったことから社会保険事務所

（当時）で標準報酬月額の訂正について説明を受け、当該処理を行うことに同意はしたも

のの、年金が減額されることは聞いていなかったので、申立期間について訂正前の標準報

酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録において、当初、平成 12 年３

月から 13年４月までの期間は30万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった日（平成13年５月14日）以降の同年５月17日に、遡及
そきゅう

して12

年３月から同年９月までは 11万円、同年 10月から 13年４月までは９万 8,000円に減額訂

正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社において商業登記簿上の代表取締役であった事実は確認できないも

のの、同社の元役員は、「同社は、申立人が設立した会社であり、申立人が事実上の代表者

であった。」と供述している。 

また、申立人は、「自分は同社において管理的立場で社会保険業務を行っていた。同社は

当時、社会保険料を滞納しており、そのことを解消するために、社会保険事務所で標準報酬

月額の減額訂正に同意し、自らが当該訂正に係る事務手続を行った。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の実質上の代表者として自らの標準

報酬月額の減額処理に関与し、同意しながら、当該処理が有効なものではないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録の訂正を認めることは

できない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年５月12日から46年４月１日まで 

60 歳のとき、Ａ社会保険事務所（当時）から、脱退手当金を支払ったと電話で言

われた。昨年の６月に、Ｂの年金事務所で、脱退手当金は受け取っていないですねと

言われた。申立事業所について、昭和 62 年にＡ社会保険事務所に依頼し、脱退手当

金を受け取っていない回答の証明書もあるので、支給記録があるのはとても納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社会保険事務所には、申立人の申立期間に係る「脱退手当金裁定請求書」及び「脱

退手当金裁定伺」が保存されており、前者の「請求者の住所」欄には申立人しか知り得

ない住所が記載されていることなどを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が

請求されたものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、その事務処理に不

自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、Ａ社会保険事務所は、昭和 62 年１月６日付で、申立人宛に発行した「厚生年

金保険加入期間調査依頼について（回答）」において、本来脱退手当金に係る記載をす

るべきだったところ、記載を漏らしてしまったとしている。 



                      

  

東京厚生年金 事案11553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年６月１日から34年２月13日まで 

    平成 19 年８月ごろ、自分の年金記録に脱退手当金の支給記録があることを初

めて知った。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、脱退手当金

を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定されたとする昭和 34 年

７月 15日の直前の同年５月 20日に、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等

を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されている上、申立人

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20 年以

上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申立期間

の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自

然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年４月１日から同年６月１日まで 

             ② 昭和39年６月１日から42年１月１日まで 

             ③ 昭和42年１月１日から45年４月１日まで 

脱退手当金の支給決定日には結婚して転居しており、支給の通知も脱退手当金も受

け取った記憶は無いので、脱退手当金を受け取っていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載さ

れているページとその前後７ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日である昭和 45年４月の前後１年以内に資格喪失した者 39名の脱

退手当金の支給記録を確認したところ、38 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、い

ずれも資格喪失日の６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決

定の記録がある者の一人は、事業所が請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえ

ると、申立人についても事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられ

る。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所の厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約６か月後の昭和 45年９月 29日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給に

係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶

が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11555 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日   ： 昭和４年生 

住     所  ：    

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年10月１日から31年４月16日まで 

 脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、脱退手当金を受給してい

ないことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載さ

れているページとその前後５ページに記載されている女性被保険者のうち、申立人の厚

生年金保険被保険者資格喪失日である昭和31年４月16日の前後２年以内に資格喪失した

者27名の支給記録を確認したところ、19名について脱退手当金の支給記録が確認でき、

そのうち17名が資格喪失日から３か月以内に支給決定がなされている上、当該支給決定

の記録がある者の一人は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしているこ

とを踏まえると、申立人の脱退手当金についても、事業主による代理請求がなされた可

能性が高いものと考えられる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳の給付記録欄に脱退手当金の支給記録が確

認できるほか、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和31年５月11日に支給決定され

ているなど、脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11557                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第四種被保険者として厚生年金保険料を

納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年２月１日から59年９月10日まで 

厚生年金保険第四種被保険者として加入した期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。Ａ社（現在は、Ｂ社）を退職してすぐに第四種被保険者の資格取

得の手続を行った記憶があるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由                      

オンライン記録から、申立人が昭和 60 年２月６日に厚生年金保険の第四種被保険者

資格を取得した日までの申立人の被保険者期間の累計が、申立期間における期間を算入

しない場合に、181 か月であったところ、申立人が提出した、当該取得に際し所轄の社

会保険事務所長（当時）から送付された「厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出受

理通知書」（写し）には、「老齢年金を受けるに必要な被保険者期間が満了する見込

日」欄に、当該取得日から 59か月後の「昭和 65年１月１日」と記載されており、これ

に上記 181 か月を加算すると、申立人が老齢年金を受けるに必要な 20 年（240 か月）

の被保険者期間と一致することが確認できる。 

また、第四種被保険者に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人

が昭和 60 年２月６日に資格取得したことの記載のある部分の備考欄に、被保険者期間

の満了日が65年１月１日である旨記載されている。 

さらに、上記被保険者名簿では、申立期間に当たる昭和 58年２月から 59年９月まで

に第四種被保険者資格を取得している者が 245人おり、これらの者はおおむね時系列に

記載されている状況がみられる上、当該期間の整理番号に欠番や訂正等は無く、社会保

険事務所（当時）の事務処理に不自然な点は見当たらないが、申立人の氏名を確認する

ことができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の納付について確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険第四種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を納付していたこと

を認めることはできない。 

 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11558                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年10月１日から５年２月28日まで 

Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が事実と

相違しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成５年

２月 28 日より後の同年３月３日付けで、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初３

年 10月から５年１月までは 41万円と記録されていたものが、９万 8,000円にさかのぼ

って減額処理されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録では、申立期間当時、申立人はＡ社の代表者となっている上、

同社の従業員の二人は、申立人は申立期間当時、同社の代表者である旨供述している。 

また、申立人は、Ａ社における社会保険関係の手続書類は自身が目を通し、代表印も

自身又は妻しか押すことができなかった旨供述している。 

さらに、オンライン記録では、申立人に係る資格喪失処理は標準報酬月額の減額処理

と同じ平成５年３月３日付けで行われていることが確認できる。 

加えて、従業員の一人は、平成５年２月当時、給料は遅配していた旨供述している。 

これらのことから、Ａ社の代表者であった申立人が関与せずに、社会保険事務所（当

時）において、標準報酬月額の減額処理がなされたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負って

いる代表者として自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効を主張することは信義則

上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11559                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月11日から31年３月31日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。当該期間も継続して勤務していたので、被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 29 年２月に入社し、同年６月１日に厚生年金保険の資格を喪

失し、同日に再度資格を取得した後、１か月後に資格を喪失したとは考えられないと申

し立てている。 

しかし、Ｂ社の回答及び同社が提出した退職者ファイルによると、申立人は、Ａ社の

監査部を昭和 29年７月 10日に退職している記録が認められ、申立人が申立期間に同社

に勤務していたことを確認することができない。 

さらに、申立期間当時に厚生年金保険の資格を取得した記録のある女性従業員 10 人

に照会したところ、回答のあった９人全員が申立人を記憶していない旨供述しており、

これらの従業員から、申立人の申立期間当時の勤務の状況及び厚生年金保険料の取扱い

について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11560 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月から43年11月までの期間のうちの１年間             

    Ａ社を設立し、代表取締役として在職していた申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社設立に際し、会計事務所代表が厚生年金保険の加入手続を行っているは

ずなので、当該申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間のうち昭和 42年３月 20日（会社

設立）から同年11月＊日（解散）まで同社の代表取締役であったことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金保

険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ社は、上記商業登記簿謄本により確認できる期間において、法人組織であっ

たと認められるものの、業種は飲食業であったことから、厚生年金保険の強制適用事業

所の対象となる業種（事業）ではなく、社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の適用

事業所となるための申請を行い、認可を受けて任意包括適用事業所となることができる

事業所であるが、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、事業主である

申立人が、当該期間に任意包括適用事業所になるための申請を行った形跡は見当たらな

い。 

一方、申立人は、Ａ社における厚生年金保険の手続は、会計事務所代表にすべてを任

せており、厚生年金保険料を支払っていたことは間違いないが、保険料額や納入方法な

どの詳細については何も分からない旨供述しており、当該事務所を承継したとする現代

表も、当時の資料は既に処分し、当時の代表も既に亡くなっている旨回答していること

から、同社の厚生年金保険の適用状況及び申立人の給与からの厚生年金保険料控除等の

事実について確認することができない。 

また、Ａ社を管轄する社会保険事務所の適用事業所名簿について調査を行ったが、申



                      

  

立期間を含む昭和 40 年１月から 43 年 11 月までの期間において、同社と認められる事

業所名の記録は存在せず、健康保険被保険者証の記号から当該名簿の連続性が確認でき

る上、記載内容に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11561 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月から43年11月までの期間のうちの１年間             

    Ａ社を設立（夫が代表取締役）し、取締役として在職していた申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。同社設立に際し、会計事務所代表が厚生年金保険の加入手続

を行っているはずなので、当該申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間のうち昭和 42 年３月 20 日（会

社設立）から同年11月30日（解散）まで同社の取締役であったことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金

保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ社は、上記商業登記簿謄本により確認できる期間において、法人組織であ

ったと認められるものの、業種は飲食業であったことから、厚生年金保険の強制適用事

業所の対象となる業種（事業）ではなく、社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の適

用事業所となるための申請を行い、認可を受けて任意包括適用事業所となることができ

る事業所であるが、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、事業主であ

る夫が、当該期間に任意包括適用事業所になるための申請を行った形跡は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社における厚生年金保険の手続は、会計事務所代表にすべてを

任せており、厚生年金保険料を支払っていたことは間違いないが、保険料額や納入方法

などの詳細については何も分からない旨供述しており、当該事務所を承継したとする現

代表も、当時の資料は既に処分し、当時の代表も既に亡くなっている旨回答しているこ

とから、同社の厚生年金保険の適用状況及び申立人の給与からの厚生年金保険料控除に

ついて確認することができない。 

また、Ａ社を管轄する社会保険事務所の適用事業所名簿について調査を行ったが、



                      

  

申立期間を含む昭和 40 年１月から 43 年 11 月までの期間において、同社と認められる

事業所名の記録は存在せず、健康保険被保険者証の記号から当該名簿の連続性が確認で

きる上、記載内容に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 


